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本੍は児童ཆޢ施設を設置・ܦӦさΕる社会ࢱ๏ਓ等͕、施設ӡ

Ӧ上ૺ۰͢るෆଌの事故にରしてのඋ͑を͏ߦҝに、ত��年に設さ

Εたので͋Γ、ଟくの施設にごՃ入をいただいておΓ·͢。

さ·͟·なࠔをͭ児童をॲ۰͢る上ではどΜな事故͕発生͢る

͔͔Γ·ͤΜ。本੍は、児童ཆޢ施設の࣮ଶにదした内容となͬて

おΓ·͢ので、ੋඇ͜のػ会にごՃ入さΕ·͢͜とをお͢͢Ίいたし·

͢。
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本制度の特色

̍ɽ児童養護施設ಛ༗ͷ事故ʹযΛ͋Θͤͨ損害

保険制度Ͱ͢ɻ
ˎ児童ཆޢ施設をӡӦさΕている社会ࢱ๏ਓ͕݉Ӧ͢るೕ児院にݶΓ、児童
　ཆޢ施設とಉ༷、本੍のՃ入͕Մで͢。

̎ɽओܖͱҙܖͰ施設ʹؔ͢Δ事故Λ෯͘

ิঈ͠·͢ɻ

ᶃओܖ��ʢηοτՃೖʣ　　ᶗ�入所児童��時ؒ傷害ิ償
（༮ஓ園・খ学ߍ・中学ߴ・ߍ等学ߍ生ର）
ᶘ�施設ཧ者賠償ิ償
ᶙ�入所児童ݸਓ賠償ิ償

ᶄҙܖʢҙՃೖʣ　　ᶚ�入所児童��時ؒ傷害ิ償
（༮ஓ園・খ学ߍ・中学ߴ・ߍ等学ߍ生Ҏ֎ର）
ᶛ�職員け災害ݟۚิ償
ᶜ�ظ入所児童け傷害ิ償
ᶝ�ϘϥϯςΟΞ・࣮श生け傷害ิ償

̏ɽ保険ྉɺાஔඅͰೝΊΒΕΔൣғʹ設ఆ͞Εͯ

͍·͢ɻ
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施設・業務上のミス・エレベーターによる事故
ʢ施設ॴ༗ʢཧʣऀ ഛঈ保険ɾ

ঢ߱ػഛঈ保険ʣ

飲食物等による事故
ʢੜ࢈ഛঈ

保険ʣ
۠ �໊ �事故 �事故ɾ保険ؒظத

支払
限度額

Ａコース
身体障害 3,000万円 1億円

１億円
財物損壊 ━ 200万円

Ｂコース
身体障害 3,000万円 3億円

３億円
財物損壊 ━ 500万円

Ｃコース
身体障害 1億円 3億円

３億円
財物損壊 ━ 1,000万円

免責金額 A〜Cコース共通 身体障害 ・財物損壊それぞれ1事故につき３万円 1事故につき３万円

死亡 後遺障害 休業補償

１口あたり 500万円

1〜3級 500万円 7級 250万円 11級 50万円

１日あたり
1,000円

4級 400万円 8級 200万円 12級 25万円

5級 350万円 9級 150万円 13級 15万円

6級 300万円 10級 100万円 14級 10万円

定員 10名まで 11〜30名 31〜60名 61〜70名 71〜80名 81〜90名 91〜100名 101名以上
Ａコース 21,620円 25,940円 29,300円 30,900円 33,320円 35,830円 38,420円 41,110円
Ｂコース 23,820円 28,580円 33,040円 34,680円 37,250円 39,910円 42,680円 45,520円
Ｃコース 26,200円 31,440円 36,350円 38,160円 40,980円 43,910円 46,940円 50,050円

保険の種類 保険金額（支払限度額）

①
主
契
約（
セ
ッ
ト
）

入所児童24時間傷害補償
（幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校生対象 )

普通傷害保険

学校契約団体傷害保険（管理下および

管理下外補償）特約

保険料確定特約（学校契約団体傷害保

険（管理下および管理下外補償）特約用）

天災危険補償特約

ࢮɾޙҨো害保険ֹۚ�̍ Γ�100万円ͨ͋ޱ
ೖӃ保険ֹۚɹɹɹɹ Γ�1,500円ͨ͋ޱ̍
◦�事故の発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお、 入院保険

金の支払いを受けるべき状態にある場合に保険金をお支払いします。
◦通院については補償されません。
◦�手術を受けた場合は手術保険金 （入院中に受けた手術の場合は入院保険

金日額の10倍、 入院中以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍）をお支
払いします。

施設管理者賠償補償
●施設所有（管理）者賠償責任保険

●生産物賠償責任保険

●昇降機賠償責任保険

入所児童個人賠償補償
団体総合生活補償保険

包括契約特約（毎月報告 ・一括精算）

保険料確定特約（包括契約特約用）

ৗੜ׆ഛঈ保険ֹۚ�̍事故�３億円
免責金額はありません。

②
任
意
契
約（
任
意
加
入
）

入所児童24時間傷害補償
（幼稚園・小学校・中学校・高等学校
生以外対象)
団体総合生活補償保険（標準型）
準記名式契約（全員付保）（同一保険金
額）特約
天災危険補償特約

⃝傷害死亡・後遺障害保険金額  １口あたり 100万円
⃝傷害入院保険金日額　　 １口あたり 1,500円
◦入院１日目からお支払いします。
◦通院については補償されません。
◦�手術を受けた場合は傷害手術保険金 （入院中に受けた手術の場合は傷害

入院保険金日額の10倍、 入院中以外の手術の場合は傷害入院保険金日
額の５倍）をお支払いします。

職員向け災害見舞金補償
労働災害総合保険

通勤災害補償特約

⃝口数に応じて、支払限度額は下記例のとおりとなります。
（例）２口加入の場合、 死亡 ・ 後遺障害１～３級は500万円×２口＝１,000万円、

４～ 14級、 休業補償の支払限度額もそれぞれ２倍となります。

短期入所児童向け傷害補償
ஂମ૯߹ੜิ׆ঈ保険ʢඪ४ܕʣ
ཧԼதͷই害ة険ิঈಛ
४ܖ໊ࣜهʢશһ保ʣʢಉҰ保険ۚ
ֹʣಛ

ఱةࡂ険ิঈಛ

⃝傷害死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
⃝傷害入院保険金日額　　１口あたり 1,500円
◦入院１日目からお支払いします。
◦通院については補償されません。
◦�手術を受けた場合は傷害手術保険金 （入院中に受けた手術の場合は傷害

入院保険金日額の10倍、 入院中以外の手術の場合は傷害入院保険金日額
の５倍）をお支払いします。

ボランティア・実習生向け傷害補償
団体総合生活補償保険（標準型）

管理下中の傷害危険補償特約

準記名式契約 （一部付保） （同一保険金

額）特約

⃝傷害死亡・後遺障害保険金額 １口あたり 100万円
⃝傷害入院保険金日額　　１口あたり 1,500円
◦入院１日目からお支払いします。
◦通院については補償されません。
◦�手術を受けた場合は傷害手術保険金 （入院中に受けた手術の場合は傷害

入院保険金日額の10倍、 入院中以外の手術の場合は傷害入院保険金日
額の５倍）をお支払いします。

補償内容 年間保険料
措置費
との
関係

時間、 場所を問わず、 偶然な事故によるケガによ

り、 入所児童が死亡した場合、 後遺障害を被った

場合、 所定の要件を満たす入院をした場合およ

び手術した場合に保険金をお支払いします。

本補償は長期入所児童向けの補償です。 短期

入所児童の補償を希望される場合は、 下記

「短期入所児童向け傷害補償」 にご加入くださ

い。（長期入所児童全員が対象となります。）

中学生以下（幼稚園 ・小学校 ・中学校）の人数（注1）

　　　　　　　　　　　　　  ×1,380円×口数　 ޱ̑ߴ࠷

高校生（高等学校）の人数（注1）

　　　　　　　　　　　　　  ×1,628円×口数　 ޱ̑ߴ࠷

◦ 2口以上でのご加入をおすすめします。
◦「中学生以下」「高校生」、同じ口数でのご加入となります。
（注１）児童数は協会に対して報告している把握可能な最近の会計年度（１年間）
　　　  の年間平均入所児童数（新設施設は把握可能な直近平均入所児童数）
　　　　また被保険者の範囲の詳細はＰ.22をご覧ください。

措
置
費
の
対
象
と
な
る
→
施
設
会
計

施設やエレベーターの管理不備 ・ 欠陥、 施設管

理者の不注意または施設で提供した飲食物など

が原因で、 入所児童やその他の第三者の生命や

身体を害したり、 財物を損壊 （滅失、 破損、 汚損

もしくは紛失すること、 または盗取されること）した

場合に、 被保険者が法律上の損害賠償責任を負

担することによって被る損害に対して、 保険金を

お支払いします。

施設の入所児童定員数（注2）により、 下表のとおりとなります。

入所児童定員数には、 措置停止 ・継続児童数を含みます。

施設管理者賠償補償保険料表

※エレベーターがある場合は、 １台につき下記の保険料を加算して下さい。
Aコース3,500円、 Bコース4,240円、 Cコース4,500円

（注2）施設の正式定員数

被保険者である入所児童が日常生活上の不注

意により第三者に身体障害や財物損壊を与え、

その児童が法律上の損害賠償責任を負った場

合、 保険金をお支払いします。

＊前年度の中学生以上の在籍名簿のご提出が

必要です。

「ೖॴ児童݄ผࡏ੶ঢ়گ報告」Ͱࢉग़ͨ͠保険ྉ
ʢඃ保険ऀͷൣғͷৄࡉ �̥��Λ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻʣ

時間、 場所を問わず、 偶然な事故によるケガによ

り、 入所児童が死亡した場合、 後遺障害を被った

場合、 入院した場合および手術した場合に保険金を

お支払いします。 被保険者（補償の対象者）の名簿
（補償対象者名簿）を備え付けていただきます。
本補償は長期入所児童向けの補償です。 短期

入所児童の補償を希望される場合は、 下記「短

期入所児童向け傷害補償」にご加入ください。

幼稚園・小学校・中学校・高等学校在学以外の

入所児童の人数（注3）

　　　　　　　　　　　　　　×3,070円×口数　 ޱ̑ߴ࠷

2口以上でのご加入をおすすめします。
（注3）幼稚園 ・ 小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校在学生以外の入所児童

の名簿人数（名簿備付要 ・ 提出不要）。 保険期間中に人数の
変更がある場合は、 代理店 ・ 扱者まで連絡願います。 また被
保険者の範囲の詳細はＰ.22をご覧ください。

施設職員（パート、 アルバイト等の臨時雇職員を

含みます。） が業務中および通勤途上中の災害

によって身体に障害を被った場合に、 被保険者

が法定外補償規定等に基づき政府労災保険等

の上乗せ補償金の支払責任を負うことによって

被る損害に対して、 保険金をお支払いします。

ボランティア、 実習生等賃金の支払いがない方に

ついての補償を希望される場合は、 下記「ボラン

ティア・実習生向け傷害補償」にご加入ください。

施設職員数（含むパート・アルバイト）（注4）

　　　　　　　　　　　　　　　×990円×口数　 ޱ̏ߴ࠷

（注4）把握可能な最近の労働保険年度の平均被用者数。
       政府労災の概算 ・確定保険料申告書等でご確認ください。

ショートステイ、 トワイライトステイ等の短期入所

児童が施設管理下中 （通常の往復途上中を含み

ます。） において、 偶然な事故によるケガにより死

亡した場合、 後遺障害を被った場合、 入院した場

合および手術をした場合に保険金をお支払いし

ます。 被保険者（補償の対象者）の名簿（補償対
象者名簿）を備え付けていただきます。

短期入所児童の人数（注5）

　　　　　　　　　　　　　　×2,120円×口数　 ޱ̑ߴ࠷
（注5）短期入所児童の名簿人数（名簿備付要 ・ 提出不要）。 保険期

間中に人数の変更がある場合は、 代理店 ・ 扱者まで連絡願
います。 また被保険者の範囲の詳細はP.22をご覧ください。

ボランティア ・ 実習生が施設管理下の活動中（通

常の往復途上中を含みます） において、 偶然な

事故によるケガにより死亡した場合、 後遺障害を

被った場合、 入院した場合および手術した場合に

保険金をお支払いします。 被保険者（補償の対象
者）の名簿（補償対象者名簿）を備え付けていた
だきます。

ボランティア ・ 実習生の最高稼働人数（注6）

　　　　　　　　　　　　　　×2,050円×口数 ޱ̑ߴ࠷

（注6）「1日に最大何名がボランティア ・ 実習生として施設業務に従
事するか」の見込人数。 保険期間中に、 実際の最高稼働人
数が見込人数を超える場合は、 代理店 ・ 扱者まで連絡願い
ます。 また被保険者の範囲の詳細はＰ.22をご覧ください。

※上記のうち、 傷害補償については職種級別Ａ（一般事務従事者、 一般学生等）の保険料です。 それ以外のご職業の場合には代理店 ・ 扱者ま
たは引受保険会社までお問合わせください。

͢·Ͱ͝Ճೖ͍͚ͨͩ·ޱ̑ߴ࠷

͢·Ͱ͝Ճೖ͍͚ͨͩ·ޱ̑ߴ࠷

͢·Ͱ͝Ճೖ͍͚ͨͩ·ޱ̏ߴ࠷

͢·Ͱ͝Ճೖ͍͚ͨͩ·ޱ̑ߴ࠷

͢·Ͱ͝Ճೖ͍͚ͨͩ·ޱ̑ߴ࠷

児童養護施設損害　　保険制度の概要

今年度より口数募集となりま
した。
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˔͓खଓ͖ʹ͍ͭͯ

˔ิঈ༰ʹ͍ͭͯ

2�　 児童͕入所ʗୀし·した。खଓき
はඞཁで͔͢ʁ

"　 ओܖで͋る入所児童̎̐時ؒ傷害ิ償・施設ཧ者賠
償ิ償・入所児童ݸਓ賠償ิ償の場合はखଓෆཁで͢。
上記Ҏ֎の児童の場合はखଓき͕ඞཁな場合͕͋Γ·͢。
.4,保険ηϯλー（株）お合Θͤください。

2�　 保ҭ園通ͬていた児童͕খ学ߍに
入学し·した。खଓきはඞཁで͔͢ʁ

"　 ҙܖの入所児童̎̐時ؒ傷害ิ償にՃ入している場
合はखଓき͕ඞཁで͢。中్Ճ入・ୀ時खଓきϚχϡ
Ξϧのཁྖでおखଓきください。

2�　Ճ入者ূはいͭಧき·͔͢ʁ "　 保険ؒظ։࢝の�ʙ� ͔月ޙに、三井住友海上火災保険（株）
よΓʮՃ入者ূʯをૹさͤていただきき·͢。

2�　 ਃࠐ時に入所児童名のఴはඞ
ཁで͔͢ʁ

"　 入所児童ݸਓ賠償ิ償ごՃ入の場合は、લ年の中学生
Ҏ上のࡏ੶名のごఏग़͕ඞཁで͢。そΕҎ֎はごఏग़
はෆཁで͕͢、事故時にごఏग़をおئい͢る͜と͕͋Γ
·͢のでඋをおئいし·͢。

2�　 事故͕͋Γ·した。どのよ͏にखଓき
を͢るので͔͢ʁ

"　 ύϯϑϨοτཪද紙のʮ児童ཆޢ施設損害保険੍ʯ事故
報告ॻにご記入、'"9 ̥、ޙ �̏̓の担当保険ۚおࢧηϯ
λーご࿈བྷください。ৄ しくは �̥̏̑ ʰ事故͕発生した
場合 をɦごཡください。

2�　 住所͕ҟなる園など͕͋る場合、
� ຕのՃ入ਃࠐථでいͣΕの施設
でき·͔͢ʁܖ

"　 住所͕ҟなる園など͕͋る場合は施設ຖにਃࠐΈとなΓ·
͢ので施設ຖにՃ入ਃࠐථをごఏग़ください。

2�　 ظ入所児童け傷害ิ償でରに
なるのはどのよ͏な児童で͔͢ʁ

"　 γϣーτεςΠ、τϫΠϥΠτεςΠ等、児童૬ஊ所等ߦ
ػ関͔Βのཁ請で入所͢る場合にରになΓ·͢。

2�　 入所児童͕ཬのՈҰ時的にߦく
͜とになΓ·した。ཬのՈͬߦ
ているؒで、施設ཧ者賠償ิ償は
ิ償のରになΓ·͔͢ʁ

"　 施設ཧԼではなくなるので、通ৗは施設に賠償͕
発生ͤͣ、ิ償のରにはなΓ·ͤΜ。ただし、ಉ
していた職員͕ҙをଵͬた場合等、施設に賠償ߦ
͕発生͢る場合にはิ償のରとなΓ·͢。

2�　 ࣗ 体でࣗసं保険のՃ入͕࣏ٛ
けΒΕ·した。入所児童͕ࣗసं事
故を͜ىした場合͜の保険でରԠで
き·͔͢ʁ

Ａ　ҎԼのとおΓで͢。
˓児童のέΨɿ 入所児童̎̐時ؒ傷害ิ償（児童学ߍछผ等に

Ԡ͡ओܖ·たはҙܖ）でରになΓ·͢。
˓第三者のέΨ・ࡒ物損յにͭいての賠償
　খ学生ҎԼの児童による事故ɿ 施設ཧԼ（施設͕保ޢ者

をΘΕる場合）での事故
で͋ΕରになΓ·͢。

　中学生Ҏ上の児童による事故ɿରになΓ·͢。
2�　 学͔ߍΒି༩さΕたλϒϨοτをյ

した場合、ิ 償のରになΓ·͔͢ʁ
Ａ　 ݸਓ賠償ิ償の場合、学ߍのཧのと、तۀ中などҰ時

的に児童にିしग़さΕるλϒϨοτはิ償のରで͢。た
だし、ି༩さΕたλϒϨοτをཆޢ施設にؼͪ࣋る等、児
童͕ৗ時ཧしている場合はิ償のର֎となΓ·͢。

˞ 上記はҰൠ的なέーεをఆしてい·͢。学ߍのཧԼで͋ͬて
ିしग़し状況によͬては、ҟなる場合͕͋Γ·͢。

2�　 入所児童ݸਓ賠償ิ償͕中学生Ҏ上
をରとしているのはな͔ͥʁ

Ａ　 Ұൠ的に、֓Ͷখ学ߍଔۀఔでྗ͕具Θるの
とさΕている͜と͔Β、入所児童ݸਓ賠償ิ償は中学生
Ҏ上をରとしてい·͢。খ学生ҎԼのํ͕賠償事故を
した場合には本ਓは無ྗ者とΈなさΕるέーε͜ى
͕ଟく、そのಜ者͕損害賠償請求さΕる͜と͕ఆさΕ
るたΊ、本੍では施設ཧ者賠償ิ償にてରԠし·͢。

Q&A
保険の種類 事故の内容

入所児童24時間傷害補償 児童のৼͬたόοτ͕ۙくにいた他の児童に͋たͬてଧしたの。

児童͕༡ٔ中、ࣗのલ͕ࣃӈのකに当たΓ、කをͬたの。

αοΧーϘーϧのऽΓ合いでӈ͡Μଳをஅしたの。

ࣗసंにてొߍ㙾中、ର͕ंきたのでٸϒϨーΩを͔けたと͜Ζ、
సしてإ໘およびにଧをෛͬたの。

施設ӡಈ場のమよΓམԼ、എࠎのҰ部をѹഭંࠎしたの。

、̍名͕಄部にࢮτϥοΫとিಥ。̍名͕ܕΓにେؼのߦཱྀޫ؍
ଧをෛͬたの。

ࣗసं中にࣗಈंとিಥ。ӈࠎをંࠎしたの。

施設管理者賠償補償 児童͕খ学ߍで保݈ࣨのిػをഁ損さͤたの。

児童͕ιϑτϘーϧ中、Ҡಈ式όοΫωοτにিಥし、͜Ε͕Εて
றं中のࣗಈंをഁ損さͤたの。

施設のάϥϯυにてٿをͬߦている時、ଧͬたϘーϧ͕ۙくにற
ं中のࣗಈंに当たͬてഁ損さͤたの。

児童͕ാに入ͬたٿのϘーϧをで୳し、Ϙーϧをͭݟけたޙ、そ
のを置きͬͺなしにしたと͜Ζ、ޙ日コϯόΠϯでۀ࡞中、コϯ
όΠϯ͕をרきࠐΈഁ損したの。

施設のཋࣨのԹௐをޡΓ౬状ଶのと͜Ζ園児͕ඈびࠐΈ、Ϡ
έυしたの。

খ学生ҎԼの児童͕施設͔Β学ߍや友ਓのՈߦく్中にࣗసंでε
ピーυをग़しա͗てาߦ者にিಥ、έΨをෛΘͤたの。（施設͕保
（者をΘΕる場合ޢ

入所児童個人賠償補償
〈団体総合生活補償保険〉

児童（��才）͕友ਓとڭ員住内でੴ͛をしていたと͜Ζ、ंに当
たΓ傷をͭけ๏上の賠償をෛͬたの。

εΩー場にて児童（��才）͕ 友ୡのޙをͬてεΩーで߱中、લํを
。さͤ๏上の賠償をෛͬたのંࠎ、にিಥしڙࢠていたͬ

児童（��才）͕ ࣗసं中にόϥϯεをࣦい、ఀं中のंに৮、傷を
ͭけ๏上の賠償をෛͬたの。

児童（��才）͕ ࣗసंӡస中、าߦ者（��才）にޙΖ͔Βিಥし、಄
したの。（๏上のࢮにޙ傷をෛΘͤ、݁Ռ̎日࠳・ંࠎࠎ֖
賠償をෛͬた場合）

児童（�� 才）͕ࣗసंにて通学中、าߦ者とিಥしෛ傷さͤたの。
（๏上の賠償をෛͬた場合）

職員向け災害見舞金補償 ࣥ中、職員͕児童の༡ΜでいたϘーϧをरお͏としたと͜Ζ、ͬޡて
͕ࣗ֊ஈ͔Βམͪ、ڳѹഭંࠎ、ᰍ部ଧをෛいۀٳしたの。

職員͕ग़్ۈ中、ަࠩでग़合い಄にিಥ、ᰍ部೧࠳および࠳傷をෛ
いۀٳしたの。

児童養護施設損害保険制度における保険金のお支払い事例

� �



ʲิ償ର֎となるӡಈ等ʳ

ˎ）はΜొַࢁ �）、Ϧϡーδϡ、ϘϒεϨー、εέϧτϯ、ػۭߤ（ˎ̎）ૢॎ（ˎ̏）、εΧΠμΠϏϯά、ϋϯάάϥ
Πμー、ܰྔಈྗػ（ˎ̐）、δϟΠϩϓϨーϯ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他͜ΕΒにྨ͢るة険なӡಈ
（ˎ̍） ピοέϧ、ΞΠθϯ、βΠϧ、ϋϯϚー等のొࢁ用具を使用͢るの、ϩοΫΫϥΠϛϯά（ϑϦーΫϥ

ΠϛϯάをؚΈ、ొるนのߴさ͕̑N ҎԼで͋るϘϧμϦϯάはؚΈ·ͤΜ。）をいい·͢。
（ˎ̎）άϥΠμーおよびඈߦધはؚΈ·ͤΜ。
（ˎ̏）職としてૢॎ͢る場合はؚΈ·ͤΜ。
（ˎ̐） ϞーλーϋϯάάϥΠμー、ϚΠΫϩϥΠτػ、ϧτϥϥΠτػ等をいい、ύϥϓϨーϯ等のύϥγϡー

τܕܰྔಈྗػはؚΈ·ͤΜ。

ʲಛのઆ໌ʳ
ಛ ಛの֓ཁ

݅ઓ૪ة険等໔に
関͢るҰ部मਖ਼ಛ
（ࣗಈηοτ）

保険ۚをおࢧいしない場合の͏ͪʮઓ૪、その他のมཚ˞、ಈʯにͭいては、ςϩߦҝはおࢧ
いのରとなΓ·͢。ςϩߦҝとは、࣏的、社会的しくはफࢥ・ڭ的なओٛ・ओுを有
͢るஂ体・ݸਓ·たは͜Εと࿈ଳ͢るの͕そのओٛ・ओுに関して͏ߦྗ的ߦಈをいい·͢。

ఱ災ة険ิ償ಛ
（ࣗಈηοτ） しくは火·たは͜ΕΒをݪҼと͢るによるέΨ˞の場合、保険ۚをおࢧいし·͢。

保険ྉ֬ఆಛ
（学ܖߍஂ体傷害保険（ཧ
ԼおよびཧԼ֎ิ償）ಛ）

ѲՄなۙ࠷の会ܭ年·たはաڈ � 年ؒの࣮にͮجきࢉग़した保険ྉをྖऩし、保険ؒظ
ऴྃޙの֬ఆਫ਼ࢉをෆཁと͢るಛで͢。

˞ҹの用ޠのごઆ໌
˔ʮҩ学的他֮所ݟのないのʯとは、被保険者͕֮ࣗ状をૌ͑ている場合で͋ͬて、所ݟ、ཧ学的ࠪݕ、ਆܦ学的ࠪݕ、ྟচ

。͢·的にূ໌͢る͜と͕できないのをいい؍を٬ڌ等によΓそのࠜࠪݕՊ・ࣖඓՊ؟、ࠪݕը૾、ࠪݕ
˔ʮҩࢣʯとは、被保険者Ҏ֎のҩࢣをいい·͢。
˔ʮٕڝ等ʯとは、ڝ、ٕڝ૪、ߦڵ（ˎ）·たはࢼӡసをいい·͢。·た、ٕڝ場におけるϑϦーߦなどٕڝ等に४ͣるのをؚΈ·͢。

（ˎ）いͣΕそのたΊの࿅शをؚΈ·͢。
˔ʮᰍ（けい）部ީ܈ʯとは、いΘΏるʮΉͪ͏ͪʯをいい·͢。
˔ʮέΨʯとは、ۮ͔ܹͭٸવな֎དྷの事故によͬて体に被ͬた傷害をいい·͢。

ʮܹٸʯとは、ʮ事故͕ಥ発的で、傷害発生·でのաఔにおいて時ؒ的ִ͕ؒない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮۮવʯとは、ʮ保険事故のݪҼ·たは݁Ռの発生͕被保険者にとͬて༧できない、被保険者のҙࢥに͔ͮجない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮ֎དྷʯとは、ʮ保険事故のݪҼ͕被保険者の体֎部͔Βの࡞用による͜と、体に内͢ࡏる࣬පཁҼの࡞用でない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮ傷害ʯには、体֎部͔Β有ಟΨε·たは有ಟ物࣭をۮવ͔ͭҰ時にٵ入、ٵऩ·たはઁऔした場合にܹٸに発生͢る中ಟ状（ˎ）

をؚΈ、࣍のいͣΕ͔に֘当͢るのをؚΈ·ͤΜ。
ᶃੑەࡉ৯中ಟ
ᶄΠϧεੑ৯中ಟ

。͢·ऩ·たはઁऔした݁Ռ発生͢る中ಟ状をআきٵ、入ٵଓ的にܧ（ˎ）
˔ʮޙҨো害ʯとは、ྍ࣏˞のޮՌ͕ҩ学上ظできない状ଶで͋ͬて、被保険者の体にさΕた状͕কདྷにおいてճ෮できない

たの·たは体のҰ部のܽ損をいい·͢。ただし、被保険者͕状をૌ͑ている場合で͋ͬて、そΕをͬࢸのॏେなো害にػ
ཪけるにΓるҩ学的他֮所ݟのないの˞をআき·͢。

˔ʮެ的ҩྍ保険੍ʯとは、݈߁保険๏、ࠃຽ݈߁保険๏、ࠃՈެ員ࡁڞ合๏、ํެ員等ࡁڞ合๏、ཱࢲ学ڭߍ職員ࡁڞ๏、
ધ員保険๏およびྸߴ者のҩྍの֬保に関͢る๏のいͣΕ͔にͮجくҩྍ保険੍をいい·͢。

˔ʮޡᅞ（͑Μ）ʯとは、৯物、ు物、ଣӷ等͕ͬޡてؾ内に入る͜とをいい·͢。
˔ʮࣗಈं等ʯとは、ࣗಈं·たはݪಈػࣗసंをいい·͢。
˔ʮञؾଳびӡసʯとは、ಓ࿏ަ通๏第��（ञؾଳびӡస等のࢭې）第߲̍にఆΊるञؾをଳびた状ଶでࣗಈं等˞をӡస͢る͜とをいい·͢。
˔ʮखज़ʯとは、࣍のいͣΕ͔に֘当͢るྍߦҝをいい·͢。

ᶃ ެ 的ҩྍ保険੍˞におけるҩՊྍ報ुදに、खज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているྍߦҝ（ˎ̍）。ただし、傷ॲཧ、ൽෘ
։ज़、σϒϦーυϚϯ、ࠎ·たは関અのඇ݂؍的·たはెख的な෮ज़、෮ݻఆज़およびतಈज़なΒびにൈࣃखज़をআき·͢。

ᶄઌਐҩྍ˞に֘当͢るྍߦҝ（ˎ�）

（ˎ̍） ᶃのྍߦҝには、ࣃՊྍ報ुදにखज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているྍߦҝの͏ͪ、ҩՊྍ報ुදにお
いてखज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているのをؚΈ·͢。

（ˎ̎） ᶄのྍߦҝは、ྍ࣏˞をの的として、ϝε等のث具を用いてױ部·たはඞཁ部位にআ、ఠग़等のॲ置を施͢の
にݶΓ·͢。ただし、அ、ࠪݕ等をの的としたྍߦҝなΒびにࣹ、ణ、શ的ༀࡎ༩、ہ所的ༀࡎ༩、
์ࣹઢরࣹおよびԹྍ๏によるྍߦҝをআき·͢。

˔ʮ 用具ʯとは、ࣗಈं等˞、ϞーλーϘーτ（ਫ上ΦーτόΠをؚΈ·͢。）、ΰーΧーτ、εϊーϞーϏϧ、その他͜ΕΒにྨ͢
るのをいい·͢。

˔ʮ ઌਐҩྍʯとは、खज़˞を受けた時において、ް生࿑ಇল告ࣔにͮجきఆΊΒΕているධՁྍཆの͏ͪ、ผにް生࿑ಇେਉ͕ఆΊ
るの（ઌਐҩྍごとにผにް生࿑ಇେਉ͕ఆΊる施設ج४にద合͢るප院·たはྍ所においてߦΘΕるのにݶΓ·͢。）をい
い·͢。なお、ઌਐҩྍのରとなるҩྍٕज़、ҩྍػ関およびదԠ等は、Ұൠの保険ྍのಋ入やঝೝऔফ等の事༝によͬて、
มಈし·͢。

˔ʮその他のมཚʯとは、֎ࠃのྗߦ使、ֵ໋、ୣݖऔ、内ཚ、ཚその他͜ΕΒにྨࣅの事มをいい·͢。
˔ʮྍ࣏ʯとは、ҩࢣ˞͕ඞཁで͋るとೝΊ、ҩྍ࣏͏ߦ͕ࢣをいい·͢。
˔ʮనਫʯとは、ਫをٵҾした͜とによるଉをいい·͢。
˔ʮ入院ʯとは、ࣗ等でのࠔ͕˞ྍ࣏なたΊ、ප院·たはྍ所に入Γ、ৗにҩࢣ˞のཧԼにおいてྍ࣏にઐ೦͢る͜と

をいい·͢。

各補償の詳細について

保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧい͢る場合 保険ۚのおࢧֹ

傷
害
保
険
金

保険ۚࢮ 保険ؒظ中の事故によるέΨ˞のた
Ί、事故の発生の日͔Βその日をؚ
Ίて���日Ҏ内にࢮさΕた場合

保険ۚ受औਓ（ఆΊなࢮҨো害保険ֹۚのશֹをޙ・ࢮ
͔ͬた場合は被保険者の๏ఆ૬ଓਓ）におࢧいし·͢。

（） طにおࢧいしたޙҨো害保険͕ۚ͋る場合は、ࢮ・ޙҨো害保険
ֹ͔ۚΒطにおࢧいしたֹۚをࠩしҾいたֹとなΓ·͢。

Ҩো害保険ۚޙ 保険ؒظ中の事故によるέΨ˞のた
Ί、事故の発生の日͔Βその日をؚ
Ίて���日Ҏ内にޙҨো害˞͕発生
した場合

ˋ���Ҩো害保険ֹۚのޙ・ࢮ、Ҩো害˞のఔにԠ͡てޙ
ʙ �ˋをおࢧいし·͢。

（̍） ࿑災保険に४͡た等۠ڃごとにఆΊΒΕた保険ۚࢧׂ合
で、ޙҨো害保険ۚをおࢧいし·͢。

（̎） 被保険者͕事故の発生の日͔Βその日をؚΊて���日を͑てなお
をཁ͢る状ଶに͋る場合は、Ҿ受保険会社は、事故の発生の日˞ྍ࣏
͔Βその日をؚΊて���日におけるҩࢣ˞のஅにͮجきޙҨো害
のఔをೝఆして、ޙҨো害保険ۚをおࢧいし·͢。

（̏） ಉҰの部位にޙҨো害をՃॏさΕた場合は、طに͋ͬたޙҨো害に
ର͢る保険ۚࢧׂ合を߇আして、保険ۚをおࢧいし·͢。

（̐） طにおࢧいしたޙҨো害保険͕ۚ͋る場合は、ࢮ・ޙҨো害保
険ֹ͔ۚΒطにおࢧいしたֹۚをࠩしҾいたݶֹ͕となΓ·
͢。·た、保険ؒظを通͡ておࢧい͢るޙҨো害保険ۚは、ࢮ・
。͢·となΓݶҨো害保険ֹ͕ۚޙ

入院保険ۚ 保険ؒظ中の事故によるέΨ˞のた
Ί、入院˞さΕた場合（̍）

<入院保険ۚ日ֹ>̫ <入院˞した日>をおࢧいし·͢。
（̍） 事故の発生の日͔Βその日をؚΊて���日をܦաしたޙの入院に

ରしては、入院保険ۚをおࢧいし·ͤΜ。·た、おࢧい͢る入
院した日は���日͕ݶとなΓ·͢。

（̎） 入院保険ۚをおࢧい͢るؒظ中にさΒに入院保険ۚのʮ保険
ۚをおࢧい͢る場合ʯに֘当͢るέΨ˞を被ͬた場合は、入院
保険ۚをॏͶてはおࢧいし·ͤΜ。

खज़保険ۚ 保険ؒظ中の事故によるέΨ˞の࣏
ྍ˞のたΊ、事故の発生の日͔Βその
日をؚΊて���日Ҏ内にखज़˞を受
けΒΕた場合（）

式によͬࢉの࣍ てࢉग़したֹをおࢧいし·͢。
ᶃ 入院˞中に受けたखज़˞の場合ʜʦ入院保険 日ֹۚ ʧ̫��
ᶄ ᶃҎ֎のखज़の場合ʜʦ入院保険ۚ日ֹʧ̫̑

（）̍ 事故にج くͮέΨ˞にͭいて、̍ ճのखज़にݶΓ·͢。·た、̍ 事故に
ج くͮέΨにͭいてᶃおよびᶄのखज़を受けた場合は、ᶃのࢉ式
によΓ·͢。

（） ࣍のಛをηοτした場合は、Լදに͛ܝる日͕ຬྃ͢る日Ҏ߱においてなお、入院保険ۚのʮ保険ۚをおࢧい͢る場合ʯに
֘当している場合にݶΓ、入院保険ۚ·たはखज़保険ۚの͏ͪおࢧい͢き保険ۚをおࢧいし·͢。

学ܖߍஂ体傷害保険（ཧԼおよびཧԼ֎ิ償）ಛ 事故の発生の日͔Βࢉىして̓日
ᶄ保険ۚΛ͓ࢧ͍͠ͳ͍ओͳ߹

˞ҹをした用ޠにͭいては、̥ � ̓のʮ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʯをごཡください。（֤ཝのॳग़時のΈ˞ҹをしてい·͢。）
保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧいしないओな場合

傷
害
保
険
金

保険ۚࢮ ˔保険ܖ者、被保険者·たは保険ۚを受けऔるきํの故ҙ·たはॏେなաࣦによるέΨ˞

˔ಆ૪ߦҝ、ࣗߦࡴҝ·たは൜ߦࡑҝによるέΨ
˔ࣗಈं等˞の無֨ࢿӡస、ञؾଳびӡస˞·たはຑༀ等を使用してのӡస中のέΨ
˔࣬ױ、පؾ·たは৺ਆࣦによるέΨ
˔৷、ग़࢈ૣ、࢈·たはྲྀ࢈によるέΨ
˔ Ҿ受保険会社͕保険ۚをࢧ͏きέΨのྍ࣏˞Ҏ֎の֎Պ的खज़その他のҩྍॲ置による

έΨ
˔ ઓ૪、その他のมཚ˞、ಈによるέΨ（ςϩߦҝによるέΨは、݅ઓ૪ة険等໔に

関͢るҰ部मਖ਼ಛによΓ、保険ۚのࢧରとなΓ·͢。）
˔֩೩ྉ物࣭等の์ࣹੑ・ര発ੑ等によるέΨ
、௧その他の状をૌ͑ている場合にࠊ、˞܈Ҽ͕い͔なるときで、ᰍ（けい）部ީݪ ˔

そΕをཪけるにΓるҩ学的他֮所ݟのないの˞

˔ 入ཋ中のనਫ˞（ただし、Ҿ受保険会社͕保険ۚをࢧ͏きέΨによͬて生͡た場合には、
保険ۚをおࢧいし·͢。）

ᅞ（͑Μ）˞によͬて生͡たഏԌޡ、Ҽ͕い͔なるときでݪ˔
˔ผ記のʮิ償ର֎となるӡಈ等ʯをͬߦているؒのέΨ（ˎ）

（ˎ）学ߍのཧԼ・ཧԼ֎によΓҟなΓ·͢。ৄࡉはཧళ・ѻ者·たはҾ受保険会社·でお合Θͤください。
˔用具˞を用いてٕڝ等˞をしているؒのέΨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など
（）ੑەࡉ৯中ಟおよびΠϧεੑ৯中ಟは、ิ償のରにはなΓ·ͤΜ。

Ҩো害保険ۚޙ

入院保険ۚ

खज़保険ۚ

Ⅰ．入所児童24時間傷害補償（幼稚園・小学校・中学校・高等学校生対象）
（普通傷害保険＋学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約＋保険料確定特約（学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約用）＋天災危険補償特約）

①保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額
˞ҹをした用ޠにͭいては、̥ � ̓のʮ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʯをごཡください。（֤ཝのॳग़時のΈ˞ҹをしてい·͢。）

� �



①保険金をお支払いする主な場合
˔施設所有（ཧ）者賠償保険、ঢ߱ػ賠償保険

施設所有者・ཧ者で͋る被保険者（保険ܖによΓิ償を受けΒΕるํ）͕ 所有、使用しくはཧしている֤छの
施設・設උ・用具等のཧのෆඋ、·たは被保険者しくはそのैۀ員等のۀ׆ಈ中のϛεによΓ発生したۮવな
事故にىҼして、他ਓの生໋や体を害したΓ、他ਓのࡒ物を損յ（໓ࣦ、ഁ 損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪
औさΕる͜と）した場合に、被保険者͕๏上の損害賠償をෛ担͢る͜とによͬて被る損害（損害賠償ۚや૪ু
අ用等）にରして、保険ۚをおࢧいし·͢。
·た、被保険者（保険ܖによΓิ償を受けΒΕるํ）͕ 所有、使用·たはཧしているΤϨϕーλーのߏ上のܽؕ
やӡ・ߦཧのෆඋによΓ発生したۮવな事故にىҼして、他ਓの生໋や体を害したΓ、他ਓのࡒ物を損յ（໓ࣦ、
ഁ損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪औさΕる͜と）した場合に、被保険者͕๏上の損害賠償をෛ担͢る͜
とによͬて被る損害（損害賠償ۚや૪ুඅ用等）にରして、保険ۚをおࢧいし·͢。

˔生࢈物賠償保険
被保険者（保険ܖによΓิ償を受けΒΕるํ）͕ しくはൢചした、·たは被保険者͕ͬߦた事の݁Ռ
にىҼして、他ਓの生໋や体を害したΓ、他ਓのࡒ物を損յ（໓ࣦ、ഁ 損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪औさ
Εる͜と）した場合に、被保険者͕๏上の損害賠償をෛ担͢る͜とによͬて被る損害（損害賠償ۚや૪ুඅ用
等）にରして、保険ۚをおࢧいし·͢。

③保険金をお支払いしない主な場合
＜賠償責任保険普通保険約款でお支払いしない主な場合＞
˔保険ܖ者·たは被保険者の故ҙによͬて生͡た損害賠償
˔ 被保険者と第三者とのؒに損害賠償に関͢るಛผのఆ͕͋る場合において、そのఆによͬてՃॏさΕた損害賠償


˔ 被保険者͕所有、使用·たはཧ͢るࡒ物の損յ（໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪औさΕる͜

と）にͭいて、そのࡒ物にͭきਖ਼当なݖརを有͢る者にରしてෛ担͢る損害賠償
˔被保険者と生ܭをڞに͢るಉډのにର͢る損害賠償
˔被保険者の使用ਓ͕、被保険者のۀにै事中に被ͬた体のো害にىҼ͢る損害賠償
˔ ઓ૪、֎ࠃのྗߦ使、ֵ໋、ୣݖऔ、内ཚ、ཚその他͜ΕΒにྨࣅの事ม、ಈ、࿑ಇ૪ٞ·たは

૽（͡ΐ͏）にىҼ͢る損害賠償
˔、火、ߑਫ、·たはߴைにىҼ͢る損害賠償
˔ ӷ体、ؾ体（Ԏ、ৠؾ、͡Μ͋い等をؚΈ·͢。）·たはݻ体のഉग़、ྲྀग़·たはҲ（いͬ）ग़にىҼ͢る損

害賠償（ただし、ෆଌ͔ͭಥ発的な事故によるのをআき·͢。）
上のۀ࢈Ҽ͢る損害賠償（ただし、ҩ学的、Պ学的ར用しくはҰൠىの่յに֩ࢠݪԠ·たは֩ࢠݪ ˔

ར用にڙさΕるϥδΦ・ΞΠιτーϓʬϥϯ・τϦϜ・ϓϧτχϜおよび͜ΕΒのԽ合物なΒびに͜Ε
Βのؚ有物をؚΈ·ͤΜ。ʭの֩ࢠݪԠ·たは֩ࢠݪの่յによる場合をআき·͢。）　　　　　　　　等
＜賠償責任保険追加特約でお支払いしない主な場合＞
˔ で͋るとؒで͋るとをΘͣ、被保険者͕࣍のいͣΕ͔に֘当͢る損害賠償をෛ担͢る͜とによͬ

て被る損害。いͣΕ͔の事༝·たはߦҝ͕࣮ࡍに生͡た·たはߦΘΕたとೝΊΒΕた場合にݶΒͣ、そΕΒの
事༝͕͋ͬたとのਃしཱてにͮجいて被保険者にରして損害賠償請求͕なさΕた場合をؚΈ·͢。
˖ੴ໖等（Ξεϕετ、ੴ໖、ੴ໖ણҡ、ੴ໖คਖ（͡Μ））のਓ体のઁऔ·たはٵҾ
˖ੴ໖等のമ࿐（くΖ）による࣬ප
˖ੴ໖等のඈࢄ·たは֦ࢄ

˔で͋るとؒで͋るとをΘͣ、αΠόーܸ߈によΓ生͡た事にىҼ͢る損害

Ⅱ．施設管理者賠償補償（施設所有（管理）者賠償責任保険＋昇降機賠償責任保険＋生産物賠償責任保険）

②お支払いの対象となる損害
損害のछྨ 内　　　容

ᶃ 損 害 賠 償 ۚ ๏上の損害賠償にͮجいて損害賠償請求ݖ者にରしてࢧ͏きྍ࣏අやमཧඅ等（損害賠償請求
（。͢·者にର͢るԆ損害ۚをؚΈݖ

ᶄ 損 害  ࢭ අ 用 事故͕発生した場合の損害の発生·たは֦େのࢭのたΊにඞཁ·たは有ӹで͋ͬたඅ用
ᶅ 使අ用ߦར保શݖ 発生した事故にͭいて、他ਓ͔Β損害の賠償を受ける͜と͕できる場合に、そのݖརを保શ·たはߦ使͢

るたΊにඞཁなखଓにཁしたඅ用
ᶆ ۓ ٸ 措 置 අ 用 事故͕発生した場合のٸۓ措置（他ਓの生໋や体を害した場合における被害者のԠٸख当等）にཁしたඅ用
ᶇ ڠ ྗ අ 用 Ҿ受保険会社͕発生した事故のղܾに͋たる場合、Ҿ受保険会社͢ྗڠるたΊにཁしたඅ用
ᶈ ૪ ু අ 用 損害賠償に関͢る૪ুにͭいてࢧग़したૌুඅ用、ห࢜ޢ報ु等のඅ用

上記ᶃ͔Βᶆ·での保険ۚにͭいては、そΕͧΕのنఆによΓࢉܭした損害のֹ͔ΒՃ入者ূ記載の໔ֹۚをࠩし
Ҿいたֹをおࢧいし·͢。ただし、Ճ入者ূ記載のࢧݶֹをݶとし·͢。上記ᶇおよびᶈの保険ۚにͭいて
は、ݪଇとしてࢧݶֹのద用は͋Γ·ͤΜ。ただし、ᶈにͭいてはᶃの損害賠償ۚのֹ͕ࢧݶֹを͑る場
合には、࣍のֹۚをݶとし·͢。

おࢧい͢る૪ুඅ用のֹ ʹ ᶈ૪ুඅ用のֹ　　ʷ
ֹݶࢧ

ᶃ損害賠償ۚのֹ

なお、ʮᶄ損害ࢭඅ用ʯおよびʮᶆٸۓ措置අ用ʯをআき、事લにҾ受保険会社のಉҙをཁし·͢ので、ඞͣҾ受
保険会社·でお合Θͤください。

ʮᶃ損害賠償ۚʯにͭいてのごҙ
被保険者͕被害者にରしてࢧΘなけΕなΒない損害賠償ۚのֹは、ద用さΕる๏のنఆ、被害者に生͡た
損害のֹおよび被保険者のաׂࣦ合等によͬてܾ·Γ·͢。被保険者͕、๏上の損害賠償͕ないに͔͔
ΘΒͣ被害者にରしてࢧΘΕたݟۚ等は、保険ۚのおࢧいのରとはなΓ·ͤΜ。

＜施設所有（管理）者特別約款でお支払いしない主な場合＞
˔施設の৽ங、मཧ、վ·たはऔյし等の事にىҼ͢る損害賠償
Ҽ͢る損害賠償ىの所有、使用·たはཧにػۭߤ˔
˔ύϥάϥΠμー、ϋϯάάϥΠμー、ύϥηーϦϯά·たはٿؾの所有、使用·たはཧにىҼ͢る損害賠償
˔ ঢ߱ػ（ࡒ物のΈをੵ載͢るঢ߱ػ、αーϏεεςーγϣϯ施設内に͋るΦーτϦϑτ、ػց式のཱ体றं場をؚΈ·ͤΜ。）

の所有、使用·たはཧにىҼ͢る損害賠償
→ঢ߱ػಛผにてҰ部ิ償でき·͢。

˔ ࣗ ಈं·たはݪಈػࣗసंの所有、使用·たはཧにىҼ͢る損害賠償。ただし、ൢച等を的としてలࣔさΕて
いる場合をআき·͢。͜の場合で͋ͬて、ߦしているؒはࣗಈंとΈなし·͢。

˔ 施設֎におけるધഫ·たはं （྆ࣗసं、体ো害者用ंい͢、าิߦॿंおよびݪಈྗ͕ͬͺΒਓྗで͋るのをؚ
Έ·ͤΜ。）の所有、使用·たはཧにىҼ͢る損害賠償

ਫの࿙ग़、Ҳ（いͬ）ग़·たはεϓϦϯ・ؾ具͔Βのৠث用・Ո事用ۀ、ஆྫྷ置、࣪ௐઅ置、ফ火ખ、ഉਫڅ ˔
Ϋϥー͔Βの内容物の࿙ग़、Ҳ（いͬ）ग़によるࡒ物の損յ（໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪औさΕ
る͜と）にىҼ͢る損害賠償

˔ 被保険者の有をΕたしくはҿ৯物·たは被保険者の有をΕ、施設֎に͋るその他のࡒ物にىҼ͢る損害
賠償

　→生࢈物ಛผにてҰ部ิ償でき·͢。
Ҽ͢る損害賠償ى事の݁Ռににޙのغ事のऴྃ·たは์˔

→生࢈物ಛผにてҰ部ิ償でき·͢。
˔ で͋るとؒで͋るとをΘͣ、被保険者·たはその使用ਓその他被保険者のۀのิॿ者͕࣍͏ߦのいͣΕ͔に֘

当͢るߦҝにىҼ͢る損害
（B）ҩྍߦҝ、ඒ容ܗ、ҩ学的ତ、ॿ݂࠾、࢈その他๏ྩによΓҩࢣ·たはࣃՊҩࢣҎ֎のݸਓ͕͜͏ߦとをڐさΕて

いないߦҝ。ただし、๏ྩによΓҩࢣ·たはࣃՊҩࢣҎ֎のݸਓ͕͜͏ߦとをڐさΕているߦҝをআき·͢。
（C）はΓ、きΎ͏、͋Μ·、Ϛοαーδ、ࢦѹ·たはॊಓ෮。๏ྩによΓ、͋ΜຎϚοαーδࢦѹࢣ、はΓࢣ、きΎ͏

。͢·ҝをؚΈߦさΕていないڐとを͜͏ߦਓ͕ݸҎ֎のࢣたはॊಓ෮·ࢣ
（D）ཧ学ྍ๏ྍۀ࡞、࢜๏࢜、ྟচ学ٕ࢜、ྍ์ࣹઢٕࢣ、หࠃ֎、࢜ޢ๏事ห࢜ޢ、ެೝ会ݐ、࢜ܭங࢜、設ܭ

そΕΒの͕ࢣҩ्、࢜ଌྔ、࢜ज़ٕ、࢜Ոௐࠪ、࢜社会保険࿑、࢜੫ཧ、࢜หཧ、࢜ॻߦ、࢜๏ॻ࢘、࢜
ҝߦ͏ߦいてͮجに֨ࢿ

˔ 被保険者͕͏ߦＬ̥Ψεൢചۀのߦ（Ｌ̥ΨεൢചۀのたΊの事ۀ所施設の所有、使用·たはཧをؚΈ·͢。）
にىҼして生͡た損害

˔ ੴ༉物࣭͕施設͔ΒެڞਫҬ（海、Տ、ބপ、ӡՏ）ྲྀग़した͜とにىҼして、被保険者͕࣍のいͣΕ͔に֘当͢る
๏上の損害賠償をෛ担͢る͜とによͬて被る損害

（B）ਫのԚછによる他ਓのࡒ物の損յ（໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪औさΕる͜と）にىҼ͢る損
害賠償

（C）ਫのԚછによͬてݮ͕ߴ֫ړগし·たは֫ړ物の࣭͕Լした͜とにىҼ͢る損害賠償
˔ ੴ༉物࣭͕施設͔Βྲྀग़し、ެڞਫҬのਫをԚછし·たはそのおそΕの͋る場合において、そのੴ༉物࣭の֦ࢄࢭ、ั

ऩճऩ、ম٫ॲཧ、߱ॲཧ、ೕԽࢄॲཧ等にͭきࢧग़さΕたඅ用その他の損害のݮܰࢭのたΊにཁしたඅ用（被保
険者͕ࢧग़したと൱とをい·ͤΜ。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 等
＜昇降機特別約款でお支払いしない主な場合＞
˔被保険者͕故ҙ·たはॏେなաࣦによͬて๏ྩにҧした͜とにىҼ͢る損害
˔ঢ߱ػのमཧ、վ、औ֎し等の事にىҼ͢る損害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
＜生産物特別約款でお支払いしない主な場合＞
Ҽ͢る使用ෆ·たはमى物の損յ（໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪औさΕる͜と。͜ΕΒにࡒの࣍ ˔

ิをؚΈ·͢。）にର͢る損害賠償。なお、͜ΕΒのࡒ物のҰ部のܽؕによるそのࡒ物の他の部の損յにର͢る損
害賠償をؚΈ·͢。

　˖生࢈物
（。͢·Ճ͑ΒΕるきで͋ͬた場合をؚΈ͕ۀ࡞）物ࡒՃ͑ΒΕた͕ۀ࡞Ҽとなͬたݪ事の的物の͏ͪ、事故の˖　
˔ 被保険者͕故ҙ·たはॏେなաࣦによΓ๏ྩにҧして、ൢചしくはఏڙした生࢈物·たはͬߦた事の݁Ռにى

Ҽ͢る損害賠償
˔被保険者͕事のߦΘΕた場所に์置·たはҨغしたػց、置しくはࡐࢿにىҼ͢る損害賠償
˔保険ؒظ։࢝લにطに発生していた事故とಉҰのݪҼによΓ保険ؒظ։ޙ࢝に生͡た事故にͮجく損害
のいͣΕ͔に֘当͢る場合࣍˔
　˖ ͜ の保険ܖ͕ॳ年ܖの場合において、保険ܖ者、被保険者しくはそのཧਓ͕、͜の保険ܖの։࢝時よΓ　

લに、保険ؒظ中に事故͕発生͢るおそΕ͕͋る、そのݪҼ·たは事༝͕生͡ている͜とをͬていた（）とき
　˖ ͜ の保険ܖ͕ܧଓܖの場合において、保険ܖ者、被保険者·たはそのཧਓ͕、ॳ年ܖの保険ؒظの։࢝時　

よΓલに、保険ؒظ中に事故͕発生͢るおそΕ͕͋る、そのݪҼ·たは事༝͕生͡ている͜とをͬていた（）とき
（）ͬていたと合ཧ的にஅできるཧ༝͕͋るときをؚΈ·͢。
˔ 事故͕発生し·たは発生͕༧さΕる場合に、事故の֦େ·たはಉҰݪҼによる他の事故の発生を͢ࢭるたΊに生࢈物

·たは事の的物にͭいて͡ߨるきճऩ措置（ճऩ、ഇࠪݕ、غ、मཧ、ަ·たはその他のదな措置）を、被保
険者͕ਖ਼当なཧ༝なくଵͬたときの、Ҏޙ発生͢るಉҰのݪҼにͮجく損害

˔ 生࢈物͕、ࡐݪྉ·たは部等として使用さΕた（生࢈物͕、ಛఆののࠝแ·たはコーςΟϯάを的として
·たはൢചさΕた場合で͋ͬて、その的のとおΓに使用さΕたときをؚΈ·͢。）ࡒ物（ҎԼʮʯといい·
͢。）の損յ（໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪औさΕる͜と）にىҼ͢る損害。

　ただし、の損յにىҼして発生した、Ҏ֎のࡒ物の損յおよび体のো害はআき·͢。
˔生࢈物͕ػց等·たはػց等の部で͋る場合の࣍のいͣΕ͔に֘当͢る損害
　˖ ػց等によΓ、生࢈、બผ、ࠪݕ、मཧ、แ·たはՃさΕたࡒ物（ҎԼʮ・Ճʯといい·

͢。）の損յ（໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損しくはฆࣦ͢る͜と、·たは౪औさΕる͜と）にىҼ͢る損害
　˖・Ճの৭、ܗ状等͕本དྷҙਤしたのとҧ͏͜とにىҼ͢る損害。
　ただし、・Ճの損յにىҼして発生した、・ՃҎ֎のࡒ物の損յおよび体のো害はআき·͢。
˔ ҩༀ等、ༀ·たは৯のいͣΕ͔に֘当͢る生࢈物͕、そのҙਤ·たはظさΕたޮ·たはੑを発شしな͔ͬた

͜とにىҼ͢る損害
˔保険のର͕ҩༀ等、ҩༀ等の・ൢച、ྟচݧࢼの場合に、ಛఆのҩༀおよびಛఆの状・事༝にىҼ͢る損害　等

上記Ҏ֎に保険ۚをおࢧいしない場合͕͋Γ·͢。ৄࡉはී通保険、ಛผおよびಛをご֬ೝください。·た、
ごෆ໌なにͭいては、ཧళ・ѻ者·たはҾ受保険会社·でお合Θͤください。

� �



Ⅲ．入所児童個人賠償補償（団体総合生活補償保険）

保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧい͢る場合 保険ۚのおࢧֹ 保険ۚをおࢧいしないओな場合

日ৗ生׆賠償
保険ۚ
˒日ৗ生׆賠償
　ಛ

ᶃ 保険ؒظ中の࣍のΞɽ·たは
Πɽのۮવな事故によΓ、他ਓ
の生໋·たは体を害した
Γ、他ਓの物をյしたΓして、
๏上の損害賠償を
ෛΘΕた場合

ᶄ 日本ࠃ内において保険ؒظ
中の࣍のΞɽ·たはΠɽのۮવ
な事故によΓ、ͬޡてઢ࿏
ཱ入ͬてし·ͬ た と͜等͕ݪ
Ҽでిं等（ˎ�）をӡߦෆ
（ˎ�）にさͤ、๏上の損害
賠償をෛΘΕた場合

Ξɽ 本ਓのډ住の用にڙさΕ
る住（ˎ�）の所有、使用·
たはཧにىҼ͢るۮવ
な事故

Πɽ 被保険者の日ৗ生׆にى
Ҽ͢るۮવな事故

（ˎ̍ ） ి ಈं、ϞϊϨーϧؾ、ं
等のيಓ上を͢ߦる
上の用具をいい·͢。

（ˎ̎） ਖ਼ৗなӡ͕ߦできなくなる
͜とをいい·͢。ただし、ӡ
る͜とにͭき、物ཧ的な͢ߦ
。͢·険を͏のをいいة

（ˎ̏） ෑ内のಈ࢈およびෆ
ಈ࢈をؚΈ·͢。

（） 被保険者のൣғは、本ਓ、
ۮ者˞、ಉډのおよ
びผډのະࠗ˞のࢠとなΓ
·͢。なお、͜ ΕΒのํ͕
無ྗ者で͋る場合は、
ݖ者・๏ఆಜٛ者・
ಜٛ者にΘͬて
無ྗ者をಜ͢るํ

（無ྗ者の̒等内
の݂、ۮ者および̏
等内のҽにݶΓ·͢。）を
被保険者とし·͢。ʮಉډの
ʯとは、本ਓ·たはその
ۮ者とಉډの、本ਓ·た
はそのۮ者の̒等内
の݂および̏等内の
ҽをいい·͢。ʮผډの
ະࠗのࢠʯとは、本ਓ·たは
そのۮ者とผډの、本ਓ
·たはそのۮ者のະࠗ
のࢠをいい·͢。

被保険者͕損害賠償請求ݖ者にରしてෛ担

͢る๏上の損害賠償の  ֹ ʴ  ܾに

よΓࢧを໋ͥΒΕたૌুඅ用·たはܾ

日·でのԆ損害ۚ ʵ 被保険者͕損害賠

償請求ݖ者にରして損害賠償ۚをࢧͬた

͜とによΓ位औಘ͢るの͕͋る場合は、

そのՁֹ ʵ ໔ֹۚ（˞̌ԁ）
（̍） ̍ ճの事故にͭき、日ৗ生׆賠償保険ۚ

。͢·となΓݶֹ͕
（̎） 損害賠償ֹۚ等のܾఆにͭいては、͋

Β͔͡ΊҾ受保険会社のঝೝをඞཁと
し·͢。

（̏） 上記ࢉ式によΓࢉܭしたֹとはผに、損
害の発生·たは֦େを͢ࢭるたΊに
ඞཁ·たは有ӹで͋ͬたඅ用、ࣔஊަ
বඅ用、૪ুඅ用等をおࢧいし·͢。

（̐） 日本ࠃ内において発生した事故にͭい
ては、被保険者のおਃग़によΓ、ࣔ ஊަ
বをおҾ受けし·͢。ただし、損害賠償
請求ݖ者͕ಉҙさΕない場合、被保険
者͕ෛ担͢る๏上の損害賠償
のֹ͕日ৗ生׆賠償保険ֹۚを໌Β͔
に͑る場合、ਖ਼当なཧ༝なく被保険者
Μだ場合、損害賠償請求にڋをྗڠ͕
関͢るૌু͕日本ࠃ֎のࡋ所にఏى
さΕた場合にはࣔஊަবを͜͏ߦと͕
でき·ͤΜのでごҙください。

（̑） ิ 償内容͕ಉ༷の保険ܖ（ҟなる保
険छྨのಛやҾ受保険会社Ҏ֎の
保険ܖをؚΈ·͢。）͕他に͋る場合、
ิ償のॏෳ͕発生͢る͜と͕͋Γ·͢。
ิ償内容のࠩҟや保険ֹۚ、Ճ入のཁ
൱をご֬ೝいただいた͏͑でごՃ入くだ
さい。

˔ 保険ܖ者、被保険者·たは͜Ε
Βのํの๏ఆཧਓの故ҙによ
る損害

˔ 被保険者のۀߦにىҼ
͢る損害賠償（事上の損
害賠償）

˔ 他ਓ͔ΒआΓたΓ༬͔ͬたΓした物
をյした͜とによる損害賠償

˔ 被保険者とಉ͢ډる˞にର͢
る損害賠償

˔ 被保険者の使用ਓ（Ո事使用ਓ
をআき·͢。）͕ ै事中に被ͬۀ
た体のো害にىҼ͢る損害賠
償

˔ 第三者との損害賠償に関͢る
ఆによͬてՃॏさΕた損害賠償


˔ ৺ਆࣦにىҼ͢る損害賠償


˔ 被保険者·たは被保険者のࢦਤ
によるߦ、ԥଧによる損害賠償


˔ ࣗ ಈं等˞のं （྆ΰϧϑ場ෑ
内におけるΰϧϑΧーτをআき·
͢。）、ધഫ、ػۭߤ、ॐۀ、ثの
たΊに使用͢るಈ࢈·たはෆಈ
Ҽىの所有、使用·たはཧに࢈
͢る損害賠償

˔ ઓ૪、その他のมཚ˞、ಈによる
損害

˔ しくは火·たは͜ΕΒをݪ
Ҽと͢るによる損害

˔ ֩ ೩ྉ物࣭等の์ࣹੑ・ര発ੑ
等による損害

など

ʲಛのઆ໌ʳ
ηοτ͢るಛ ಛのઆ໌

݅ઓ૪ة険等໔に関͢るҰ部
मਖ਼ಛ（ࣗಈηοτ）

保険ۚをおࢧいしない場合の͏ ʮͪઓ૪、その他のมཚ˞、ಈʯにͭいては、ςϩߦҝはおࢧ
いのରとなΓ·͢。ςϩߦҝとは、࣏的、社会的しくはफࢥ・ڭ的なओ ・ٛओுを有͢るஂ体・
ਓ·たは͜Εと࿈ଳ͢るの͕そのओݸ ・ٛओுに関して͏ߦྗ的ߦಈをいい·͢。

保険ྉ֬ఆಛ（แׅܖಛ用） 保険ܖのక݁とಉ時にۙの会ܭ年̍年ؒの被保険者等にͮجき保険ྉをおࢧいいた
だく͜とによΓ、保険ؒظऴྃޙの֬ఆਫ਼͕ࢉෆཁとなΓ·͢。

˞その΄͔、แׅܖಛ（ຖ月報告・Ұׅਫ਼ࢉ）ηοτしてい·͢。
ʲ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʳ

ʮ̝ࣗಈं等ʯとは、ࣗ ಈं·たはݪಈػࣗసंをいい·͢。
ʮ̝ʯとは、̒ 等内の݂、ۮ者˞および̏等内のҽをいい·͢。
ʮ̝その他のมཚʯとは、֎ࠃのྗߦ使、ֵ ໋、ୣݖऔ、内ཚ、ཚその他͜ΕΒにྨࣅの事มをいい·͢。
ʮ̝ۮ者ʯとは、ࠗ ҽの૬खํをいい、ࠗ ҽのಧग़をしていない͕事࣮上ࠗҽ関係とಉ༷の事（内ԑ関係）に͋るํおよびށ੶上のੑผ

͕ಉҰで͋る͕ࠗҽ関係とҟなΒないఔの࣮࣭をඋ͑る状ଶに͋るํをؚΈ·͢。
ʮ̝ະࠗʯとは、͜ Ε·でにࠗҽྺ͕ない͜とをいい·͢。
ʮ̝໔ֹۚʯとは、ࢧ保険ۚのࢉܭに͋たͬて損害のֹ͔ΒࠩしҾくֹۚで、ࣗ 。͢·ෛ担となるֹۚをいいݾ

˞ҹをした用ޠにͭいては、Լ記のʮ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʯをごཡください。（֤ཝのॳग़時のΈ˞ҹをしてい·͢。）

保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧい͢る場合 保険ۚのおࢧֹ 保険ۚをおࢧいしないओな場合

傷
害
保
険
金

傷害ࢮ
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、事故の発
生の日͔Βその日
を ؚ Ί て���日
Ҏ内にࢮさΕ
た場合

傷害ࢮ・ޙҨো害保険ֹۚのશֹ
（̍） 傷害ࢮ保険ۚ受औਓ（ఆΊな͔ͬた

場合は被保険者の๏ఆ૬ଓਓ）におࢧ
いし·͢。

（̎） طにおࢧいした傷害ޙҨো害保険ۚ
͕͋る場合は、傷害ࢮ・ޙҨো害保険
ֹ͔ۚΒطにおࢧいした傷害ޙҨো
害保険ۚのֹをࠩしҾいたֹをおࢧ
いし·͢。

˔ 保険ܖ者、被保険者·たは保
険ۚを受けऔるきํの故ҙ·た
はॏେなաࣦによるέΨ˞

˔ ಆ૪ߦҝ、ࣗߦࡴҝ·たは൜ߦࡑ
ҝによるέΨ

˔ ࣗ ಈं等˞の無֨ࢿӡస、ञؾଳ
びӡస˞·たはຑༀ等を使用して
のӡస中のέΨ

˔ ࣬ױ、පؾ·たは৺ਆࣦによ
るέΨ

˔ ৷、ग़࢈、ૣ による࢈たはྲྀ·࢈
έΨ

˔ Ҿ受保険会社͕保険ۚをࢧ͏
きέΨのྍ࣏˞Ҏ֎の֎Պ的ख
ज़その他のҩྍॲ置によるέΨ

˔ ઓ૪、その他のมཚ˞、ಈによる
έΨ（ ςϩߦҝによるέΨは、݅
ઓ૪ة険等໔に関͢るҰ部
मਖ਼ಛによΓ、保険ۚのࢧର
となΓ·͢。）

˔ ֩ ೩ྉ物࣭等の์ࣹੑ・ര発ੑ
等によるέΨ

Ҽ͕い͔なるときで、ᰍ（けい）ݪ ˔
部ީࠊ、˞܈௧その他の状を
ૌ͑ている場合に、そΕをཪけ
るにΓるҩ学的他֮所ݟのない
の˞

˔ 入ཋ中のనਫ˞（ただし、Ҿ受保
険会社͕保険ۚをࢧ͏きέΨ
によͬて発生した場合には、保険
ۚをおࢧいし·͢。）

͑）ᅞޡ、Ҽ͕い͔なるときでݪ ˔
Μ）˞によͬて発生したഏԌ

˔ ผ記のʮิ償ର֎となるӡಈ等ʯ
をͬߦているؒのέΨ

˔ 用具˞を用いてٕڝ等˞をして
いるؒのέΨ

　　　 　　　　　　　　　　など
（） ੑەࡉ৯中ಟおよびΠϧεੑ

৯中ಟは、ิ償のରにはなΓ
·ͤΜ。

傷害ޙҨো害
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、事故の発
生の日͔Βその日
を ؚ Ί て���日
Ҏ内にޙҨো害˞

͕発生した場合

（̍） ࿑災保険に४͡た等۠ڃごとに
ఆΊΒΕた保険ۚࢧׂ合で、傷害ޙ
Ҩো害保険ۚをおࢧいし·͢。

（̎） 被保険者͕事故の発生の日͔Βその日
をؚΊて���日を͑てなおྍ࣏˞をཁ
͢る状ଶに͋る場合は、Ҿ受保険会社
は、事故の発生の日͔Βその日をؚΊて
���日におけるҩࢣ˞のஅにͮجき
ޙҨো害˞のఔをೝఆして、傷害ޙ
Ҩো害保険ۚをおࢧいし·͢。

（̏） ಉҰの部位にޙҨো害をՃॏさΕた場
合は、طに͋ͬたޙҨো害にର͢る保
険ۚࢧׂ合を߇আして、保険ۚをお
。͢·いしࢧ

（̐） طにおࢧいした傷害ޙҨো害保険ۚ
͕͋る場合は、傷害ࢮ・ޙҨো害保険
ֹ͔ۚΒطにおࢧいした傷害ޙҨো
害保険ۚのֹをࠩしҾいたֹ͕ݶと
なΓ·͢。·た、保険ؒظを通͡ておࢧ
い͢る傷害ޙҨো害保険ۚは、傷害ࢮ
・ޙҨো害保険ֹ͕ۚݶとなΓ·͢。

Ⅳ．入所児童24時間傷害補償（幼稚園・小学校・中学校・高等学校生以外対象）
（団体総合生活補償保険（標準型）＋準記名式契約（全員付保）（同一保険金額）特約＋天災危険補償特約）

˞ҹをした用ޠにͭいては、̥ ���のʮ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʯをごཡください。（֤ཝのॳग़時のΈ˞ҹをしてい·͢。）

傷害ࢮ・
Ҩো害保険ֹۚޙ ʷ 所ఆの保険ۚࢧׂ合

（�ˋʙ ���ˋ）
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保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧい͢る場合 保険ۚのおࢧֹ 保険ۚをおࢧいしないओな場合

傷
害
保
険
金

傷害入院
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、入院˞さΕ
た場合（ҎԼ、͜
の 状 ଶ をʮ 傷 害
入院ʯといい·
͢。）

（̍） 事故の発生の日͔Βその日をؚΊて���日を
の入院˞にରしては傷害入院保ޙաしたܦ
険ۚをおࢧいし·ͤΜ。·た、おࢧい͢
る傷害入院の日は���日͕ݶとなΓ·͢。

（̎） 傷害入院保険ۚをおࢧい͢るؒظ中にさΒ
に傷害入院保険ۚのʮ保険ۚをおࢧい͢る
場合ʯに֘当͢るέΨ˞を被ͬた場合は、傷害
入院保険ۚをॏͶてはおࢧいし·ͤΜ。

̥���の傷害保険ۚのʮ保険ۚをお
。いしないओな場合ʯとಉ͡ࢧ

傷害खज़
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
のたΊ、事˞ྍ࣏
故の発生の日͔
Βその日をؚΊて
���日 Ҏ 内 に ख
ज़˞を受けΒΕた
場合

ᶃ入院˞中に受けたखज़˞の場合

ᶄᶃҎ֎のखज़の場合

（） ̍ 事故にͮجくέΨ˞にͭいて、̍ ճのखज़にݶΓ
·͢。·た、̍ 事故にͮجくέΨにͭいてᶃおよび
ᶄのखज़を受けた場合は、ᶃのࢉ式によΓ·͢。

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ 傷害入院の日

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ ��

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ �

ิ償ର֎となるӡಈ等
）はΜొַࢁ �ˎ）、Ϧϡーδϡ、ϘϒεϨー、εέϧτϯ、ػۭߤ（ˎ�）ૢ ॎ（ˎ�）、εΧΠμΠϏϯά、ϋϯάάϥΠμー、ܰྔಈྗػ（ˎ�）、δϟΠϩϓϨーϯ

その他͜ΕΒにྨ͢るة険なӡಈ
（ˎ̍）ピοέϧ、ΞΠθϯ、βΠϧ、ϋϯϚー等のొࢁ用具を使用͢るの、ϩοΫΫϥΠϛϯά（ϑϦーΫϥΠϛϯάをؚΈ、ొるนのߴさ͕ �N ҎԼで͋るϘϧμϦϯάはؚΈ·ͤΜ。）をいい·͢。
（ˎ̎）άϥΠμーおよびඈߦધはؚΈ·ͤΜ。
（ˎ̏）職としてૢॎ͢る場合はؚΈ·ͤΜ。
（ˎ̐）ϞーλーϋϯάάϥΠμー、ϚΠΫϩϥΠτػ、ϧτϥϥΠτػ等をいい、ύϥϓϨーϯ等のύϥγϡーτܕܰྔಈྗػはؚΈ·ͤΜ。

ʲಛのઆ໌ʳ
ηοτ͢るಛ ಛのઆ໌

݅ઓ૪ة険等໔に関͢るҰ部
मਖ਼ಛ（ࣗಈηοτ）

保険ۚをおࢧいしない場合の͏ ʮͪઓ૪、その他のมཚ˞、ಈʯにͭいては、ςϩߦҝはおࢧ
いのରとなΓ·͢。ςϩߦҝとは、࣏的、社会的しくはफࢥ・ڭ的なओ ・ٛओுを有͢るஂ体・
ਓ·たは͜Εと࿈ଳ͢るの͕そのओݸ ・ٛओுに関して͏ߦྗ的ߦಈをいい·͢。

ఱ災ة険ิ償ಛ（ࣗಈηοτ） しくは火·たは͜ΕΒをݪҼと͢るによるέΨ˞のとき、傷害保険ۚをおࢧいし·͢。
४記名式ܖ（શ員保）
（ಉҰ保険ֹۚ）ಛ
（ࣗಈηοτ）

被保険者となΓಘるํの名を保険ܖ者͕උ͑ける と͜を݅として、ごՃ入時に被保険者の
記名をলུし、被保険者のਓでごՃ入いただく͜ と͕できるಛで͢。保険ܖ者とҰఆの関係
に͋るํશ員を被保険者としてごࢦఆいただき、そのਓを被保険者とし·͢。

ʲ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʳ
˔ʮҩ学的他֮所ݟのないのʯとは、被保険者͕֮ࣗ状をૌ͑ている場合で͋ͬて、所ݟ、ཧ学的ࠪݕ、ਆܦ学的ࠪݕ、ྟচࠪݕ、ը૾ࠪݕ、

。͢·的にূ໌͢る͜と͕できないのをいい؍を٬ڌ等によΓそのࠜࠪݕՊ・ࣖඓՊ؟
˔ʮҩࢣʯとは、被保険者Ҏ֎のҩࢣをいい·͢。
˔ʮٕڝ等ʯとは、ڝ、ٕڝ૪、ߦڵ（ˎ）·たはࢼӡసをいい·͢。·た、ٕڝ場におけるϑϦーߦなどٕڝ等に४ͣるのをؚΈ·͢。

（ˎ）いͣΕそのたΊの࿅शをؚΈ·͢。
˔ʮᰍ（けい）部ީ܈ʯとは、いΘΏるʮΉͪ͏ͪʯをいい·͢。
˔ʮέΨʯとは、ۮ͔ܹͭٸવな֎དྷの事故によͬて体に被ͬた傷害をいい·͢。

ʮܹٸʯとは、ʮ事故͕ಥ発的で、傷害発生·でのաఔにおいて時ؒ的ִ͕ؒない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮۮવʯとは、ʮ保険事故のݪҼ·たは݁Ռの発生͕被保険者にとͬて༧できない、被保険者のҙࢥに͔ͮجない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮ֎དྷʯとは、ʮ保険事故のݪҼ͕被保険者の体֎部͔Βの࡞用による͜と、体に内͢ࡏる࣬පཁҼの࡞用でない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮ傷害ʯには、体֎部͔Β有ಟΨε·たは有ಟ物࣭をۮવ͔ͭҰ時にٵ入、ٵऩ·たはઁऔした場合にܹٸに発生͢る中ಟ状（ˎ）をؚΈ、࣍のい

ͣΕ͔に֘当͢るのをؚΈ·ͤΜ。
ᶃੑەࡉ৯中ಟ
ᶄΠϧεੑ৯中ಟ
。͢·ऩ·たはઁऔした݁Ռ発生͢る中ಟ状をআきٵ、入ٵଓ的にܧ（ˎ）

˔ʮޙҨো害ʯとは、ྍ࣏˞のޮՌ͕ҩ学上ظできない状ଶで͋ͬて、被保険者の体にさΕた状͕কདྷにおいてճ෮できないػのॏେなো害
にͬࢸたの·たは体のҰ部のܽ損をいい·͢。ただし、被保険者͕状をૌ͑ている場合で͋ͬて、そΕをཪけるにΓるҩ学的他֮所ݟ
のないの˞をআき·͢。

˔ʮޡᅞ（͑Μ）ʯとは、৯物、ు物、ଣӷ等͕ͬޡてؾ内に入る͜とをいい·͢。
˔ʮࣗಈं等ʯとは、ࣗಈं·たはݪಈػࣗసंをいい·͢。
˔ʮञؾଳびӡసʯとは、ಓ࿏ަ通๏第��（ञؾଳびӡస等のࢭې）第߲̍にఆΊるञؾをଳびた状ଶでࣗಈं等˞をӡస͢る͜とをいい·͢。
˔ʮखज़ʯとは、࣍のいͣΕ͔に֘当͢るྍߦҝをいい·͢。

ᶃ ެ 的ҩྍ保険੍におけるҩՊྍ報ुදに、खज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているྍߦҝ（ˎ�）。ただし、傷ॲཧ、ൽෘ։ज़、σϒ
ϦーυϚϯ、ࠎ·たは関અのඇ݂؍的·たはెख的な෮ज़、෮ݻఆज़およびतಈज़なΒびにൈࣃखज़をআき·͢。

ᶄઌਐҩྍ˞に֘当͢るྍߦҝ（ˎ�）

（ˎ̍）ᶃのྍߦҝには、ࣃՊྍ報ुදにखज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているྍߦҝの͏ͪ、ҩՊྍ報ुදにおいてखज़ྉの
。͢·さΕているのをؚΈڍఆରとしてྻࢉ

（ˎ̎）ᶄのྍߦҝは、ྍ࣏˞をの的として、ϝε等のث具を用いてױ部·たはඞཁ部位にআ、ఠग़等のॲ置を施͢のにݶΓ·͢。ただし、
அ、ࠪݕ等をの的としたྍߦҝなΒびにࣹ、ణ、શ的ༀࡎ༩、ہ所的ༀࡎ༩、์ࣹઢরࣹおよびԹྍ๏によるྍߦҝ
をআき·͢。

˔ʮ用具ʯとは、ࣗಈं等˞、ϞーλーϘーτ（ਫ上ΦーτόΠをؚΈ·͢。）、ΰーΧーτ、εϊーϞーϏϧ、その他͜ΕΒにྨ͢るのをいい·͢。
˔ʮઌਐҩྍʯとは、खज़˞を受けた時において、ް生࿑ಇল告ࣔにͮجきఆΊΒΕているධՁྍཆの͏ͪ、ผにް生࿑ಇେਉ͕ఆΊるの（ઌਐҩྍ

ごとにผにް生࿑ಇେਉ͕ఆΊる施設ج४にద合͢るප院·たはྍ所においてߦΘΕるのにݶΓ·͢。）をいい·͢。なお、ઌਐҩྍのରと
なるҩྍٕज़、ҩྍػ関およびదԠ等は、Ұൠの保険ྍのಋ入やঝೝऔফ等の事༝によͬて、มಈし·͢。

˔ʮその他のมཚʯとは、֎ࠃのྗߦ使、ֵ໋、ୣݖऔ、内ཚ、ཚその他͜ΕΒにྨࣅの事มをいい·͢。
˔ʮྍ࣏ʯとは、ҩࢣ˞͕ඞཁで͋るとೝΊ、ҩྍ࣏͏ߦ͕ࢣをいい·͢。
˔ʮనਫʯとは、ਫをٵҾした͜とによるଉをいい·͢。
˔ʮ入院ʯとは、ࣗ等でのࠔ͕˞ྍ࣏なたΊ、ප院·たはྍ所に入Γ、ৗにҩࢣ˞のཧԼにおいてྍ࣏にઐ೦͢る͜とをいい·͢。

ᶃ保険ۚΛ͓ࢧ͍͢Δ߹
施設職員（ύーτ、ΞϧόΠτ等のྟ時ޏ職員をؚΈ·͢。ҎԼʮ被用者ʯといい·͢。）͕、保険ؒظ中、施
設ۀ上·たは通్ۈ上の災害（）によΓ体のো害（ޙҨো害、ࢮをؚΈ·͢。ҎԼಉ༷とし·͢。）を
被Γ、࿑災保険等の保険څ͕なさΕた場合に、被保険者（ิ償のରとなるํをいい·͢。）͕被用者
·たはそのҨにࢧ͏ֹۚとして͜の保険ܖのී通保険・ಛでఆΊるֹۚを保険ۚとしておࢧい
し·͢。

（）通ۈ災害ิ償ಛをηοτしているたΊ保険ۚをおࢧいし·͢。

ᶄ͓ࢧ͍ͷରͱͳΔ保険ۚͷछྨɺ保険ۚͷֹ
にର͢る๏ఆ֎ิ償保険ۚࢮ˔

被用者͕ۀ上·たは通్ۈ上の災害（）によͬてࢮした場合、ޱ�Ճ入の場合���ສԁ、ޱ�Ճ入の場合����
ສԁ、ޱ�Ճ入の場合����ສԁをおࢧいし·͢。

Ҩো害にର͢る๏ఆ֎ิ償保険ۚޙ˔
被用者͕ۀ上·たは通్ۈ上の災害（）によͬてޙҨো害（࿑災保険の第̍ڃʙ第ڃ��）を被ͬた場合、
�Ճ入の場合ޱ�、Ճ入の場合���ສԁʙ��ສԁޱ�、にԠ͡ڃҨো害の等ޙ���ສԁʙ��ສԁ、ޱ�Ճ入の場合
����ສԁʙ��ສԁをおࢧいし·͢。

にର͢る๏ఆ֎ิ償保険ۚۀٳ˔
被用者͕ۀ上·たは通్ۈ上の災害（）による体のো害によͬてۀٳし、ۚのࢧいを受けΒΕない場合
に、ۀٳ第̐日Ҏޙにͭいて、̍日にͭき、ޱ�Ճ入の場合����ԁ、ޱ�Ճ入の場合����ԁ、ޱ�Ճ入の場
合����ԁをおࢧいし·͢。ただし、����日をݶとし·͢。

（）通్ۈ上の災害は、ʮ通ۈ災害ิ償ಛʯをηοτしているたΊ保険ۚをおࢧいし·͢。
。͢·日等のೝఆは、࿑災保険等のೝఆにैいۀٳ、ڃҨো害等ޙ、災害ۈ災害、通ۀ  �ˎ
ˎ�   おࢧい͢る保険ۚのֹは、๏ఆ֎ิ償نఆ等ˎ�でఆΊているิ償ֹۚと͜の保険のࢧݶֹの͏ͪ、いͣΕ͔いֹをおࢧい

し·͢。ごՃ入者（被保険者ɿิ償のର者）͕保険ۚのશ部·たはҰ部を被災した被用者にରしてࢧΘな͔ͬた場合には、その
部にͭいてはҾ受保険会社にごฦؐいただく͜ととなΓ·͢。

ˎ�   ๏ఆ֎ิ償نఆ等とは、被保険者で͋る事ۀओ͕被用者にରして、࿑災保険等のڅの他にҰఆの࿑ಇ災害ิ償を͜͏ߦとを
的と͢る࿑ಇڠ、बنۀଇ、災害ิ償نఆその他Ұఆの災害ิ償をࢫ͏ߦのنఆ等をいい·͢。

ᶅ保険ۚΛ͓ࢧ͍͠ͳ͍ओͳ߹
。いし·ͤΜࢧのいͣΕ͔に֘当͢る事༝によͬて被用者͕被ͬた体のো害（�）にͭいては保険ۚをお࣍  （̍）

ᶃ保険ܖ者しくは被保険者（�）·たは͜ΕΒの事ۀ場の者の故ҙ
ᶄしくは火·たは͜ΕΒによる
ᶅઓ૪、֎ࠃのྗߦ使、ֵ໋、ୣݖऔ、内ཚ、ཚその他͜ΕΒにྨࣅの事ม·たはಈ（�）

ᶆ֩೩ྉ物 （࣭�）しくは֩೩ྉ物 （࣭�）によͬてԚછさΕた物（�）の์ࣹੑ、ര発ੑその他の有害なಛ
ੑの࡞用·たは͜ΕΒのಛੑ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

。いし·ͤΜࢧのいͣΕ͔に֘当͢る体のো害にͭいては保険ۚをお࣍  （̎）
ᶃ被保険者のԼ請ෛਓ·たはその被用者͕被ͬた体のো害
ᶄ෩පによる体のো害
ᶅ職࣬ੑۀප（�）による体のো害
ᶆ被用者の故ҙ、·たは被用者のॏେなաࣦのΈによͬて、その被用者本ਓ͕被ͬた体のো害
ᶇ被用者͕࣍のいͣΕ͔に֘当͢るؒに、その被用者本ਓ͕被ͬた体のো害

Ξɽ๏ྩにఆΊΒΕたӡసࢿ （֨�）を࣋たないでࣗಈं等をӡసしているؒ
Πɽञؾをଳびた状ଶ（�）でࣗಈं等をӡసしているؒ
ɽ ຑༀ、େຑ、͋Μ、֮ͤいࡎ、γϯφー等のӨڹによΓਖ਼ৗなӡస͕できないおそΕ͕͋る状ଶで

ࣗಈं等をӡసしているؒ
ᶈ被用者の故ҙの൜ߦࡑҝによͬてその被用者本ਓ͕被ͬた体のো害　　　　　　　　　　　　　　　等

（̏）   ࿑ಇج४๏第��第�߲·たはધ員๏第��第�߲によるิ償ରؒظの࠷ॳの�日·でのۀٳにͭいては、
保険ۚをおࢧいし·ͤΜ。

（�）体のো害には、͜ΕΒの事༝͕なけΕ発生·たは֦େしな͔ͬた体のো害をؚΈ·͢。
（�） 保険ܖ者しくは被保険者とは、保険ܖ者·たは被保険者͕๏ਓで͋る場合は、そのཧ事、औక·たは๏ਓのۀをࣥ͢ߦるそ

の他のػ関をいい·͢。
（�） ಈとは、ऺ܈·たはଟの者のूஂのߦಈによͬて、શࠃ·たはҰ部の۠においてஶしくฏԺ͕害さΕ、࣏҆ҡ࣋上ॏେな事ଶと

ೝΊΒΕる状ଶをいい·͢。
（�）֩೩ྉ物࣭には、使用ࡁ೩ྉをؚΈ·͢。
（�）֩೩ྉ物࣭によͬてԚછさΕた物には、֩ࢠݪ྾生物をؚΈ·͢。
（�） 職࣬ੑۀපとは、࿑ಇج४๏施نߦଇ第��にྻڍさΕている࣬පの͏ͪ、被用者͕ؒظにΘたΓۀにै事͢る͜とによΓ、その

。͢·用͕ੵし、発පした͜と͕໌നなのをいい࡞ಛ有のੑ࣭·たは状ଶに関࿈して有害ۀ
（ྫ）・คਖ͡Μによるʮ͡Μഏʯ・ஶしい૽Իによるʮࣖの࣬ױʯ・λΠピετ等のʮखࢦのけいΕΜʯ

・Ԗ、ਫۜ、ϚϯΨϯ等によるʮ中ಟʯ・Ξεϕετによるʮ中ൽजʯ
（�）๏ྩにఆΊΒΕたӡస֨ࢿとは、ӡస͢るにおける๏ྩによるのをいい·͢。
（�） ञؾをଳびた状ଶとは、ಓ࿏ަ通๏第��（ञؾଳびӡస等のࢭې）第�߲にఆΊるञؾをଳびた状ଶをいい·͢。

上記Ҏ֎に保険ۚをおࢧいしない場合͕͋Γ·͢。保険ۚをおࢧいしない場合のৄࡉおよび用ޠのఆٛにͭいては、ී
通保険・ಛのʮ保険ۚをおࢧいしない場合ʯ等をご֬ೝください。·たごෆ໌なにͭいては、ཧళ・ѻ者·たは
Ҿ受保険会社·でお合Θͤください。

Ⅴ．職員向け災害見舞金補償（労働災害総合保険）
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保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧい͢る場合 保険ۚのおࢧֹ 保険ۚをおࢧいしないओな場合

傷
害
保
険
金

傷害ࢮ
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、事故の発
生の日͔Βその日
を ؚ Ί て���日
Ҏ内にࢮさΕ
た場合

傷害ࢮ・ޙҨো害保険ֹۚのશֹ
（̍） 傷害ࢮ保険ۚ受औਓ（ఆΊな͔ͬた

場合は被保険者の๏ఆ૬ଓਓ）におࢧ
いし·͢。

（̎） طにおࢧいした傷害ޙҨো害保険ۚ
͕͋る場合は、傷害ࢮ・ޙҨো害保険
ֹ͔ۚΒطにおࢧいした傷害ޙҨো
害保険ۚのֹをࠩしҾいたֹをおࢧ
いし·͢。

˔ 保険ܖ者、被保険者·たは保
険ۚを受けऔるきํの故ҙ·た
はॏେなաࣦによるέΨ˞

˔ ಆ૪ߦҝ、ࣗߦࡴҝ·たは൜ߦࡑ
ҝによるέΨ

˔ ࣗ ಈं等˞の無֨ࢿӡస、ञؾଳ
びӡస˞·たはຑༀ等を使用して
のӡస中のέΨ

˔ ࣬ױ、පؾ·たは৺ਆࣦによ
るέΨ

˔ ৷、ग़࢈ૣ、࢈·たはྲྀ࢈による
έΨ

˔ Ҿ受保険会社͕保険ۚをࢧ͏
きέΨのྍ࣏˞Ҏ֎の֎Պ的ख
ज़その他のҩྍॲ置によるέΨ

˔ ઓ૪、その他のมཚ˞、ಈによる
έΨ（ςϩߦҝによるέΨは、݅
ઓ૪ة険等໔に関͢るҰ部
मਖ਼ಛによΓ、保険ۚのࢧର
となΓ·͢。）

˔ ֩ ೩ྉ物࣭等の์ࣹੑ・ര発ੑ
等によるέΨ

Ҽ͕い͔なるときで、ᰍ（けい）ݪ ˔
部ީࠊ、˞܈௧その他の状を
ૌ͑ている場合に、そΕをཪけ
るにΓるҩ学的他֮所ݟのない
の˞

˔ 入ཋ中のనਫ （˞ただし、Ҿ受保
険会社͕保険ۚをࢧ͏きέΨ
によͬて発生した場合には、保険
ۚをおࢧいし·͢。）

͑）ᅞޡ、Ҽ͕い͔なるときでݪ ˔
Μ）˞によͬて発生したഏԌ

˔ ผ記のʮิ償ର֎となるӡಈ等⽜
をͬߦているؒのέΨ

˔ 用具˞を用いてٕڝ等˞をして
いるؒのέΨ

　　　　　　　　　　　　 　など
（） ੑەࡉ৯中ಟおよびΠϧεੑ

৯中ಟは、ิ償のରにはなΓ
·ͤΜ。

傷害ޙҨো害
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、事故の発
生の日͔Βその日
を ؚ Ί て���日
Ҏ内にޙҨো害˞

͕発生した場合

（̍）  ࿑災保険に४͡た等۠ڃごと
にఆΊΒΕた保険ۚࢧׂ合で、傷
害ޙҨো害保険ۚをおࢧいし·͢。

（̎） 被保険者͕事故の発生の日͔Βその日
をؚΊて���日を͑てなおྍ࣏˞を
ཁ͢る状ଶに͋る場合は、Ҿ受保険会
社は、事故の発生の日͔Βその日をؚ
Ίて���日におけるҩࢣ˞のஅに
、Ҩো害˞のఔをೝఆしてޙきͮج
傷害ޙҨো害保険ۚをおࢧいし·
͢。

（̏） ಉҰの部位にޙҨো害をՃॏさΕ
た場合は、طに͋ͬたޙҨো害にର
͢る保険ۚࢧׂ合を߇আして、保
険ۚをおࢧいし·͢。

（̐） طにおࢧいした傷害ޙҨো害保
険͕ۚ͋る場合は、傷害ࢮ・ޙҨ
ো害保険ֹ͔ۚΒطにおࢧいし
た傷害ޙҨো害保険ۚのֹをࠩし
Ҿいたֹ͕ݶとなΓ·͢。·た、保
険ؒظを通͡ておࢧい͢る傷害
Ҩޙ・ࢮҨো害保険ۚは、傷害ޙ
ো害保険ֹ͕ۚݶとなΓ·͢。

Ⅵ．短期入所児童向け傷害補償
（団体総合生活補償保険（標準型）＋管理下中の傷害危険補償特約＋準記名式契約（全員付保）（同一保険金額）特約＋天災危険補償特約）

˞ҹをした用ޠにͭいては、̥ ���のʮ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʯをごཡください。（֤ཝのॳग़時のΈ˞ҹをしてい·͢。）

傷害ࢮ・
Ҩো害保険ֹۚޙ ʷ 所ఆの保険ۚࢧׂ合

（�ˋʙ ���ˋ）

保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧい͢る場合 保険ۚのおࢧֹ 保険ۚをおࢧいしないओな場合

傷
害
保
険
金

傷害入院
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、入院˞さΕ
た場合（ҎԼ、͜
の状ଶをʮ傷害
入院ʯといい·
͢。）

（̍） 事故の発生の日͔Βその日をؚΊて���日を
の入院˞にରしては傷害入院保ޙաしたܦ
険ۚをおࢧいし·ͤΜ。·た、おࢧい͢
る傷害入院の日は���日͕ݶとなΓ·͢。

（̎） 傷害入院保険ۚをおࢧい͢るؒظ中にさΒ
に傷害入院保険ۚのʮ保険ۚをおࢧい͢る
場合ʯに֘当͢るέΨ˞を被ͬた場合は、傷害
入院保険ۚをॏͶてはおࢧいし·ͤΜ。

̥���の傷害保険ۚのʮ保険ۚをお
。いしないओな場合ʯとಉ͡ࢧ

傷害खज़
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
のたΊ、事˞ྍ࣏
故の発生の日͔
Βその日をؚΊて
���日Ҏ内にख
ज़˞を受けΒΕた
場合

ᶃ入院˞中に受けたखज़˞の場合

ᶄᶃҎ֎のखज़の場合

（） ̍ 事故にͮجくέΨ˞にͭいて、̍ ճのखज़にݶΓ
·͢。·た、̍ 事故にͮجくέΨにͭいてᶃおよび
ᶄのखज़を受けた場合は、ᶃのࢉ式によΓ·͢。

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ 傷害入院の日

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ ��

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ �

ิ償ର֎となるӡಈ等
）はΜొַࢁ �ˎ）、Ϧϡーδϡ、ϘϒεϨー、εέϧτϯ、ػۭߤ（ˎ�）ૢ ॎ（ˎ�）、εΧΠμΠϏϯά、ϋϯάάϥΠμー、ܰྔಈྗػ（ˎ�）、δϟΠϩϓϨーϯ

その他͜ΕΒにྨ͢るة険なӡಈ
（ˎ̍）ピοέϧ、ΞΠθϯ、βΠϧ、ϋϯϚー等のొࢁ用具を使用͢るの、ϩοΫΫϥΠϛϯά（ϑϦーΫϥΠϛϯάをؚΈ、ొるนのߴさ͕ �N ҎԼで͋るϘϧμϦϯάはؚΈ·ͤΜ。）をいい·͢。
（ˎ̎）άϥΠμーおよびඈߦધはؚΈ·ͤΜ。
（ˎ̏）職としてૢॎ͢る場合はؚΈ·ͤΜ。
（ˎ̐）ϞーλーϋϯάάϥΠμー、ϚΠΫϩϥΠτػ、ϧτϥϥΠτػ等をいい、ύϥϓϨーϯ等のύϥγϡーτܕܰྔಈྗػはؚΈ·ͤΜ。

ʲಛのઆ໌ʳ
ηοτ͢るಛ ಛのઆ໌

݅ઓ૪ة険等໔に関͢るҰ部
मਖ਼ಛ（ࣗಈηοτ）

保険ۚをおࢧいしない場合の͏ ʮͪઓ૪、その他のมཚ˞、ಈʯにͭいては、ςϩߦҝはおࢧ
いのରとなΓ·͢。ςϩߦҝとは、࣏的、社会的しくはफࢥ・ڭ的なओ ・ٛओுを有͢るஂ体・
ਓ·たは͜Εと࿈ଳ͢るの͕そのओݸ ・ٛओுに関して͏ߦྗ的ߦಈをいい·͢。

ఱ災ة険ิ償ಛ（ࣗಈηοτ） しくは火·たは͜ΕΒをݪҼと͢るによるέΨ˞のとき、傷害保険ۚをおࢧいし·͢。
ཧԼ中の傷害ة険ิ償ಛ（ࣗಈηοτ） ʮظ入所児童け傷害ิ償ʯでは、施設のཧԼ中のΈ（ԟ෮్上をؚΉ）͕ 保険ۚおࢧいのରとなΓ·͢。
४記名式ܖ（શ員保）
（ಉҰ保険ֹۚ）ಛ
（ࣗಈηοτ）

被保険者となΓಘるํの名を保険ܖ者͕උ͑ける と͜を݅として、ごՃ入時に被保険者の
記名をলུし、被保険者のਓでごՃ入いただく͜ と͕できるಛで͢。保険ܖ者とҰఆの関係
に͋るํશ員を被保険者としてごࢦఆいただき、そのਓを被保険者とし·͢。

ʲ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʳ
˔ʮҩ学的他֮所ݟのないのʯとは、被保険者͕֮ࣗ状をૌ͑ている場合で͋ͬて、所ݟ、ཧ学的ࠪݕ、ਆܦ学的ࠪݕ、ྟচࠪݕ、ը૾؟、ࠪݕ

Պ・ࣖඓՊࠪݕ等によΓそのࠜڌを؍٬的にূ໌͢る͜と͕できないのをいい·͢。
˔ʮҩࢣʯとは、被保険者Ҏ֎のҩࢣをいい·͢。
˔ ʮٕڝ等ʯとは、ڝ、ٕڝ૪、ߦڵ（ˎ）·たはࢼӡసをいい·͢。·た、ٕڝ場におけるϑϦーߦなどٕڝ等に४ͣるのをؚΈ·͢。
　（ˎ）いͣΕそのたΊの࿅शをؚΈ·͢。
˔ʮᰍ（けい）部ީ܈ʯとは、いΘΏるʮΉͪ͏ͪʯをいい·͢。
˔ʮέΨʯとは、ۮ͔ܹͭٸવな֎དྷの事故によͬて体に被ͬた傷害をいい·͢。

ʮܹٸʯとは、ʮ事故͕ಥ発的で、傷害発生·でのաఔにおいて時ؒ的ִ͕ؒない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮۮવʯとは、ʮ保険事故のݪҼ·たは݁Ռの発生͕被保険者にとͬて༧できない、被保険者のҙࢥに͔ͮجない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮ֎དྷʯとは、ʮ保険事故のݪҼ͕被保険者の体֎部͔Βの࡞用による͜と、体に内͢ࡏる࣬පཁҼの࡞用でない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮ傷害ʯには、体֎部͔Β有ಟΨε·たは有ಟ物࣭をۮવ͔ͭҰ時にٵ入、ٵऩ·たはઁऔした場合にܹٸに発生͢る中ಟ状（ˎ）をؚΈ、࣍のいͣΕ͔

に֘当͢るのをؚΈ·ͤΜ。
ᶃੑەࡉ৯中ಟ
ᶄΠϧεੑ৯中ಟ
。͢·ऩ·たはઁऔした݁Ռ発生͢る中ಟ状をআきٵ、入ٵଓ的にܧ（ˎ）

˔ʮޙҨো害ʯとは、ྍ࣏˞のޮՌ͕ҩ学上ظできない状ଶで͋ͬて、被保険者の体にさΕた状͕কདྷにおいてճ෮できないػのॏେなো害にͬࢸ
たの·たは体のҰ部のܽ損をいい·͢。ただし、被保険者͕状をૌ͑ている場合で͋ͬて、そΕをཪけるにΓるҩ学的他֮所ݟのないの˞

をআき·͢。
˔ʮޡᅞ（͑Μ）ʯとは、৯物、ు物、ଣӷ等͕ͬޡてؾ内に入る͜とをいい·͢。
˔ʮࣗಈं等ʯとは、ࣗಈं·たはݪಈػࣗసंをいい·͢。
˔ʮञؾଳびӡసʯとは、ಓ࿏ަ通๏第��（ञؾଳびӡస等のࢭې）第߲̍にఆΊるञؾをଳびた状ଶでࣗಈं等˞をӡస͢る͜とをいい·͢。
˔ʮखज़ʯとは、࣍のいͣΕ͔に֘当͢るྍߦҝをいい·͢。

ᶃ ެ 的ҩྍ保険੍におけるҩՊྍ報ुදに、खज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているྍߦҝ（ˎ ）̍。ただし、傷ॲཧ、ൽෘ։ज़、σϒϦーυ
Ϛϯ、ࠎ·たは関અのඇ݂؍的·たはెख的な෮ज़、෮ݻఆज़およびतಈज़なΒびにൈࣃखज़をআき·͢。

ᶄઌਐҩྍ˞に֘当͢るྍߦҝ（ˎ �）
（ˎ̍）ᶃのྍߦҝには、ࣃՊྍ報ुදにखज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているྍߦҝの͏ͪ、ҩՊྍ報ुදにおいてखज़ྉのࢉఆର

としてྻڍさΕているのをؚΈ·͢。
（ˎ̎）ᶄのྍߦҝは、࣏ ˞ྍをの的として、ϝε等のث具を用いてױ部·たはඞཁ部位にআ、ఠग़等のॲ置を施͢のにݶΓ·͢。ただし、அ、

。͢·ҝをআきߦ༩、์ࣹઢরࣹおよびԹྍ๏によるྍࡎ所的ༀہ、༩ࡎҝなΒびにࣹ、ణ、શ的ༀߦ等をの的としたྍࠪݕ
˔ʮ用具ʯとは、ࣗ ಈं等˞、ϞーλーϘーτ（ਫ上ΦーτόΠをؚΈ·͢。）、ΰーΧーτ、εϊーϞーϏϧ、その他͜ΕΒにྨ͢るのをいい·͢。
˔ʮ ઌਐҩྍʯとは、खज़˞を受けた時において、ް生࿑ಇল告ࣔにͮجきఆΊΒΕているධՁྍཆの͏ͪ、ผにް生࿑ಇେਉ͕ఆΊるの（ઌਐҩྍごと

にผにް生࿑ಇେਉ͕ఆΊる施設ج४にద合͢るප院·たはྍ所においてߦΘΕるのにݶΓ·͢。）をいい·͢。なお、ઌਐҩྍのରとなるҩྍٕ
ज़、ҩྍػ関およびదԠ等は、Ұൠの保険ྍのಋ入やঝೝऔফ等の事༝によͬて、มಈし·͢。

˔ʮその他のมཚʯとは、֎ࠃのྗߦ使、ֵ໋、ୣݖऔ、内ཚ、ཚその他͜ΕΒにྨࣅの事มをいい·͢。
˔ʮྍ࣏ʯとは、ҩࢣ˞͕ඞཁで͋るとೝΊ、ҩྍ࣏͏ߦ͕ࢣをいい·͢。
˔ʮనਫʯとは、ਫをٵҾした͜とによるଉをいい·͢。
˔ʮ入院ʯとは、ࣗ等でのࠔ͕˞ྍ࣏なたΊ、ප院·たはྍ所に入Γ、ৗにҩࢣ˞のཧԼにおいてྍ࣏にઐ೦͢る͜とをいい·͢。

�� ��



保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧい͢る場合 保険ۚのおࢧֹ 保険ۚをおࢧいしないओな場合

傷
害
保
険
金

傷害ࢮ
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、事故の発
生の日͔Βその日
を ؚ Ί て���日
Ҏ内にࢮさΕ
た場合

傷害ࢮ・ޙҨো害保険ֹۚのશֹ
（̍） 傷害ࢮ保険ۚ受औਓ（ఆΊな͔ͬた

場合は被保険者の๏ఆ૬ଓਓ）におࢧ
いし·͢。

（̎） طにおࢧいした傷害ޙҨো害保険ۚ
͕͋る場合は、傷害ࢮ・ޙҨো害保険
ֹ͔ۚΒطにおࢧいした傷害ޙҨো
害保険ۚのֹをࠩしҾいたֹをおࢧ
いし·͢。

˔ 保険ܖ者、被保険者·たは保
険ۚを受けऔるきํの故ҙ·た
はॏେなաࣦによるέΨ˞

˔ ಆ૪ߦҝ、ࣗߦࡴҝ·たは൜ߦࡑ
ҝによるέΨ

˔ ࣗ ಈं等˞の無֨ࢿӡస、ञؾଳ
びӡస˞·たはຑༀ等を使用して
のӡస中のέΨ

˔ ࣬ױ、පؾ·たは৺ਆࣦによ
るέΨ

˔ ৷、ग़࢈ૣ、࢈·たはྲྀ࢈による
έΨ

˔ Ҿ受保険会社͕保険ۚをࢧ͏
きέΨのྍ࣏˞Ҏ֎の֎Պ的ख
ज़その他のҩྍॲ置によるέΨ

˔ ઓ૪、その他のมཚ˞、ಈによる
έΨ（ςϩߦҝによるέΨは、݅
ઓ૪ة険等໔に関͢るҰ部
मਖ਼ಛによΓ、保険ۚのࢧର
となΓ·͢。）

˔ しくは火·たは͜ΕΒをݪ
Ҽと͢るによるέΨ

˔ ֩ ೩ྉ物࣭等の์ࣹੑ・ര発ੑ
等によるέΨ

Ҽ͕い͔なるときで、ᰍ（けい）ݪ ˔
部ީࠊ、˞܈௧その他の状を
ૌ͑ている場合に、そΕをཪけ
るにΓるҩ学的他֮所ݟのない
の˞

˔ 入ཋ中のనਫ （˞ただし、Ҿ受保
険会社͕保険ۚをࢧ͏きέΨ
によͬて発生した場合には、保険
ۚをおࢧいし·͢。）

͑）ᅞޡ、Ҽ͕い͔なるときでݪ ˔
Μ）˞によͬて発生したഏԌ

˔ ผ記のʮิ償ର֎となるӡಈ等⽜
をͬߦているؒのέΨ

˔ 用具˞を用いてٕڝ等˞をして
いるؒのέΨ

　　　　　　　　　　　　 　など
（） ੑەࡉ৯中ಟおよびΠϧεੑ

৯中ಟは、ิ償のରにはなΓ
·ͤΜ。

傷害ޙҨো害
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、事故の発
生の日͔Βその日
を ؚ Ί て���日
Ҏ内にޙҨো害˞

͕発生した場合

（̍）  ࿑災保険に४͡た等۠ڃごとに
ఆΊΒΕた保険ۚࢧׂ合で、傷害ޙ
Ҩো害保険ۚをおࢧいし·͢。

（̎） 被保険者͕事故の発生の日͔Βその日
をؚΊて���日を͑てなおྍ࣏˞をཁ
͢る状ଶに͋る場合は、Ҿ受保険会社
は、事故の発生の日͔Βその日をؚΊて
���日におけるҩࢣ˞のஅにͮجき
ޙҨো害˞のఔをೝఆして、傷害ޙ
Ҩো害保険ۚをおࢧいし·͢。

（̏） ಉҰの部位にޙҨো害をՃॏさΕた場
合は、طに͋ͬたޙҨো害にର͢る保
険ۚࢧׂ合を߇আして、保険ۚをお
。͢·いしࢧ

（̐） طにおࢧいした傷害ޙҨো害保険ۚ
͕͋る場合は、傷害ࢮ・ޙҨো害保険
ֹ͔ۚΒطにおࢧいした傷害ޙҨো
害保険ۚのֹをࠩしҾいたֹ͕ݶと
なΓ·͢。·た、保険ؒظを通͡ておࢧ
い͢る傷害ޙҨো害保険ۚは、傷害ࢮ
・ޙҨো害保険ֹ͕ۚݶとなΓ·͢。

Ⅶ．ボランティア・実習生向け傷害補償
（団体総合生活補償保険（標準型）＋管理下中の傷害危険補償特約＋準記名式契約（一部付保）（同一保険金額）特約）

˞ҹをした用ޠにͭいては、̥ ���のʮ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʯをごཡください。（֤ཝのॳग़時のΈ˞ҹをしてい·͢。）

傷害ࢮ・
Ҩো害保険ֹۚޙ ʷ 所ఆの保険ۚࢧׂ合

（�ˋʙ ���ˋ）

保険ۚのछྨ 保険ۚをおࢧい͢る場合 保険ۚのおࢧֹ 保険ۚをおࢧいしないओな場合

傷
害
保
険
金

傷害入院
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
たΊ、入院˞さΕ
た場合（ҎԼ、͜
の状ଶをʮ傷害
入院ʯといい·
͢。）

（̍） 事故の発生の日͔Βその日をؚΊて���日を
の入院˞にରしては傷害入院保ޙաしたܦ
険ۚをおࢧいし·ͤΜ。·た、おࢧい͢
る傷害入院の日は���日͕ݶとなΓ·͢。

（̎） 傷害入院保険ۚをおࢧい͢るؒظ中にさΒ
に傷害入院保険ۚのʮ保険ۚをおࢧい͢る
場合ʯに֘当͢るέΨ˞を被ͬた場合は、傷害
入院保険ۚをॏͶてはおࢧいし·ͤΜ。

̥���の傷害保険ۚのʮ保険ۚをお
。いしないओな場合ʯとಉ͡ࢧ

傷害खज़
保険ۚ
˒傷害ิ償
（ඪ४ܕ）ಛ

保険ؒظ中の事
故によるέΨ˞の
のたΊ、事˞ྍ࣏
故の発生の日͔
Βその日をؚΊて
���日Ҏ内にख
ज़˞を受けΒΕた
場合

ᶃ入院˞中に受けたखज़˞の場合

ᶄᶃҎ֎のखज़の場合

（） ̍ 事故にͮجくέΨ˞にͭいて、̍ ճのखज़にݶΓ
·͢。·た、̍ 事故にͮجくέΨにͭいてᶃおよび
ᶄのखज़を受けた場合は、ᶃのࢉ式によΓ·͢。

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ 傷害入院の日

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ ��

傷害入院保険ۚ日ֹ ʷ �

ิ償ର֎となるӡಈ等
）はΜొַࢁ �ˎ）、Ϧϡーδϡ、ϘϒεϨー、εέϧτϯ、ػۭߤ（ˎ�）ૢ ॎ（ˎ�）、εΧΠμΠϏϯά、ϋϯάάϥΠμー、ܰྔಈྗػ（ˎ�）、δϟΠϩϓϨーϯ

その他͜ΕΒにྨ͢るة険なӡಈ
（ˎ̍）ピοέϧ、ΞΠθϯ、βΠϧ、ϋϯϚー等のొࢁ用具を使用͢るの、ϩοΫΫϥΠϛϯά（ϑϦーΫϥΠϛϯάをؚΈ、ొるนのߴさ͕ �N ҎԼで͋るϘϧμϦϯάはؚΈ·ͤΜ。）をいい·͢。
（ˎ̎）άϥΠμーおよびඈߦધはؚΈ·ͤΜ。
（ˎ̏）職としてૢॎ͢る場合はؚΈ·ͤΜ。
（ˎ̐）ϞーλーϋϯάάϥΠμー、ϚΠΫϩϥΠτػ、ϧτϥϥΠτػ等をいい、ύϥϓϨーϯ等のύϥγϡーτܕܰྔಈྗػはؚΈ·ͤΜ。

ʲಛのઆ໌ʳ
ηοτ͢るಛ ಛのઆ໌

݅ઓ૪ة険等໔に関͢るҰ部
मਖ਼ಛ（ࣗಈηοτ）

保険ۚをおࢧいしない場合の͏ ʮͪઓ૪、その他のมཚ˞、ಈʯにͭいては、ςϩߦҝはおࢧ
いのରとなΓ·͢。ςϩߦҝとは、࣏的、社会的しくはफࢥ・ڭ的なओ ・ٛओுを有͢るஂ体・
ਓ·たは͜Εと࿈ଳ͢るの͕そのओݸ ・ٛओுに関して͏ߦྗ的ߦಈをいい·͢。

ཧԼ中の傷害ة険ิ償ಛ
（ࣗಈηοτ）

ʮϘϥϯςΟΞ・࣮श生け傷害ิ償ʯでは、施設のཧԼ中のΈ（ԟ෮్上をؚΉ）͕ 保険ۚおࢧ
いのରとなΓ·͢。

४記名式ܖ（Ұ部保）
（ಉҰ保険ֹۚ）ಛ
（ࣗಈηοτ）

被保険者となΓಘるํの名を保険ܖ者͕උ͑ける͜ とを݅として、ごՃ入時に被保険者の
記名をলུし、被保険者のਓでごՃ入いただく͜ と͕できるಛで͢。保険ܖ者とҰఆの関係に
͋るํશ員を被保険者としてごࢦఆいただき、その̍ 日͋ たΓのߴ࠷Քಇਓを被保険者とし·͢。

ʲ˞ҹの用ޠのごઆ໌ʳ
ʮ̝ҩ学的他֮所ݟのないのʯとは、被保険者͕֮ࣗ状をૌ͑ている場合で͋ͬて、所ݟ、ཧ学的ࠪݕ、ਆܦ学的ࠪݕ、ྟ চࠪݕ、ը૾؟、ࠪݕ

Պ・ࣖ ඓՊࠪݕ等によΓそのࠜڌを؍٬的にূ໌͢る と͕͜できないのをいい·͢。
ʮ̝ҩࢣʯとは、被保険者Ҏ֎のҩࢣをいい·͢。

˔ ʮٕڝ等ʯとは、ڝ、ٕڝ૪、ߦڵ（ˎ）·たはࢼӡసをいい·͢。·た、ٕڝ場におけるϑϦーߦなどٕڝ等に४ͣるのをؚΈ·͢。
　（ˎ）いͣΕそのたΊの࿅शをؚΈ·͢。

ʮ̝ᰍ（けい）部ީ܈ʯとは、いΘΏるʮΉͪ͏ͪʯをいい·͢。
ʮ̝έΨʯとは、ۮ͔ܹͭٸવな֎དྷの事故によͬて体に被ͬた傷害をいい·͢。
ʮܹٸʯとは、ʮ事故͕ಥ発的で、傷害発生·でのաఔにおいて時ؒ的ִ͕ؒない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮۮવʯとは、ʮ保険事故のݪҼ·たは݁Ռの発生͕被保険者にとͬて༧できない、被保険者のҙࢥに͔ͮجない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮ֎དྷʯとは、ʮ保険事故のݪҼ͕被保険者の体֎部͔Βの࡞用による͜と、体に内͢ࡏる࣬පཁҼの࡞用でない͜とʯをҙຯし·͢。
ʮ傷害ʯには、体֎部͔Β有ಟΨε·たは有ಟ物࣭をۮવ͔ͭҰ時にٵ入、ٵऩ·たはઁऔした場合にܹٸに発生͢る中ಟ状（ˎ）をؚΈ、࣍のいͣΕ͔

に֘当͢るのをؚΈ·ͤΜ。
ᶃੑەࡉ৯中ಟ
ᶄΠϧεੑ৯中ಟ
。͢·ऩ·たはઁऔした݁Ռ発生͢る中ಟ状をআきٵ、入ٵଓ的にܧ（ˎ）
ʮ̝ޙҨো害ʯとは、ྍ࣏˞のޮՌ͕ҩ学上ظできない状ଶで͋ てͬ、被保険者の体にさΕた状͕কདྷにおいてճ෮できないػのॏେなো害にͬࢸ

たの·たは体のҰ部のܽ損をいい·͢。ただし、被保険者͕状をૌ͑ている場合で͋ͬて、そΕをཪけるにΓるҩ学的他֮所ݟのないの˞

をআき·͢。
ʮ̝ޡᅞ（͑Μ）ʯとは、৯物、ు物、ଣӷ等͕ͬޡてؾ内に入る͜とをいい·͢。
ʮ̝ࣗಈं等ʯとは、ࣗ ಈं·たはݪಈػࣗసंをいい·͢。
ʮ̝ञؾଳびӡసʯとは、ಓ࿏ަ通๏第��（ञؾଳびӡస等のࢭې）第߲̍にఆΊるञؾをଳびた状ଶでࣗಈं等˞をӡస͢る͜とをいい·͢。
ʮ̝खज़ʯとは、࣍のいͣΕ͔に֘当͢るྍߦҝをいい·͢。
ᶃ ެ 的ҩྍ保険੍におけるҩՊྍ報ुදに、खज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているྍߦҝ（ˎ̍ ）。ただし、傷ॲཧ、ൽෘ։ज़、σϒϦーυ

Ϛϯ、ࠎ·たは関અのඇ݂؍的·たはెख的な෮ज़、෮ݻఆज़およびतಈज़なΒびにൈࣃखज़をআき·͢。
ᶄઌਐҩྍ˞に֘当͢るྍߦҝ（ �ˎ）

（ˎ̍）ᶃのྍߦҝには、ࣃՊྍ報ुදにखज़ྉのࢉఆରとしてྻڍさΕているྍߦҝの͏ ͪ、ҩՊྍ報ुදにおいてखज़ྉのࢉఆର
としてྻڍさΕているのをؚΈ·͢ 。

（ˎ̎）ᶄのྍߦҝは、ྍ࣏˞をの的として、ϝε等のث具を用いてױ部·たはඞཁ部位にআ、ఠग़等のॲ置を施͢のにݶΓ·͢。ただし、அ、
์、༩ࡎ所的ༀہ、༩ࡎҝなΒびにࣹ、ణ、શ的ༀߦ等をの的としたྍࠪݕ ࣹઢরࣹおよびԹྍ๏によるྍߦҝをআき·͢。

ʮ̝用具ʯとは、ࣗ ಈं等˞、ϞーλーϘーτ（ਫ上ΦーτόΠをؚΈ·͢。）、ΰーΧーτ、εϊーϞーϏϧ、その他͜ΕΒにྨ͢るのをいい·͢。
ʮ̝ ઌਐҩྍʯとは、खज़˞を受けた時において、ް 生࿑ಇল告ࣔにͮجきఆΊΒΕているධՁྍཆの͏ͪ 、ผにް生࿑ಇେਉ͕ఆΊるの（ઌਐҩྍごと

にผにް生࿑ಇେਉ͕ఆΊる施設ج४にద合͢るප院·たはྍ所においてߦΘΕるのにݶΓ·͢。）をいい·͢。なお、ઌਐҩྍのରとなるҩྍٕ
ज़、ҩྍػ関およびదԠ等は、Ұൠの保険ྍのಋ入やঝೝऔফ等の事༝によͬ て、มಈし·͢。

ʮ̝その他のมཚʯとは、֎ࠃのྗߦ使、ֵ ໋、ୣݖऔ、内ཚ、ཚその他͜ΕΒにྨࣅの事มをいい·͢。
ʮ̝ྍ࣏ʯとは、ҩࢣ˞͕ඞཁで͋るとೝΊ、ҩྍ࣏͏ߦ͕ࢣをいい·͢。
ʮ̝నਫʯとは、ਫをٵҾした と͜によるଉをいい·͢。
ʮ̝入院ʯとは、ࣗ 等でのࠔ͕˞ྍ࣏なたΊ、ප院·たはྍ所に入Γ、ৗにҩࢣ˞のཧԼにおいてྍ࣏にઐ೦͢る と͜をいい·͢。

�� ��



ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。

本֬ೝ事߲は、ສҰの事故のࡍに҆৺して保険をごར用いただけるよ͏、ごఏҊいたし·した保険͕お٬
さ·のごرに合கした内容で͋る͜と、ごՃ入いただく͏͑でಛにॏཁな事߲をਖ਼しくご記入いただいている
͜とを֬ೝさͤていただくたΊのので͢。

おखで͕͢、ҎԼの֤࣭߲にͭいて、࠶ご֬ೝいただき·͢よ͏おئいਃし上͛·͢。
なお、ごՃ入に͋たΓごෆ໌なや͕ٙご͟い·したΒ、ύϯϑϨοτ記載のཧళ・ѻ者·たはҾ受保

険会社·でお合Θͤください。

１．�保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説
明でご確認ください。ສҰ、ごرに合கしない場合は、ごՃ入内容を࠶ごݕ౼ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認く
ださい。

２．�加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
ҎԼの߲は、ਖ਼しい保険ྉのࢉग़やదな保険ۚのおࢧい等にඞཁな߲で͢。
内容をよくご֬ೝいただき、Ճ入ਃࠐථにਖ਼しくご記入いただき·͢よ͏おئいਃし上͛·͢。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

【傷害補償・個人賠償補償】

①皆さまがご確認ください。

・Ճ入ਃࠐථのʮ児童ʯʮఆ員ʯʮߴ࠷Քಇਓʯཝはਖ਼しくご記入いただいてい·͔͢ʁ
・Ճ入ਃࠐථのʮ生年月日ʯ·たはʮ年ྩʯཝ、ʮੑผʯཝはਖ਼しくご記入いただいてい·͔͢ʁ

ʮ年ྩʯཝは保険ظ࢝日時でのຬ年ྩをご記入ください。
ˎ ご記入いただいた年ྩと生年月日͔Βࢉग़した年ྩ͕ҟなる場合には、生年月日͔Βࢉग़したのを

年ྩとしてऔѻ͏͜と͕͋Γ·͢。
·たは、事લにଧͪग़している内容にޡΓ͕ない͜とをご֬ೝいただき·した͔ʁ
・ Ճ入ਃࠐථのʮ職ۀ・職ʯཝ（ʮ職छڃผʯཝをؚΈ·͢。）はਖ਼しくご記入いただいてい·͔͢ʁ

·たは、事લにଧͪग़している内容にޡΓ͕ない͜とをご֬ೝいただき·した͔ʁ
・Ճ入ਃࠐථのʮ他の保険ܖ等ʯཝはਖ਼しくご記入さΕてい·͔͢ʁ
ˎごՃ入いただく保険のՃ入ਃࠐථによͬては、上記のཝ͕ない場合͕͋Γ·͢。上記の͏ͪཝ͕

ないのにͭいてのご֬ೝはෆཁとなΓ·͢。

②「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。

・被保険者（ิ償のରとなるํ）のൣғは、ごرどおΓとなͬてい·͔͢ʁ

保険ۚのおࢧ事༝（ओܖ、ηοτしているಛをؚΈ·͢。）
保険ۚ （ֹごܖֹۚ）
被保険者のൣғ
保険ظ （ؒ保険のごܖؒظ）
保険ྉ・保険ྉํࠐ๏

Ճ入ਃࠐථによΓࢉग़さΕた保険ྉ（合ܭ保険ྉ）を、Լ記͋࠲ޱてにおৼࠐください。
なお、ৼࠐखྉは施設さ·にてごෛ担いただき·͢よ͏おئいいたし·͢。
ʢ������݄��·Ͱʹணۚ͢ΔΑ͏͓खଓ͍ͩ͘͞ɻʣ

ʮ児童ཆޢ施設損害保険੍Ճ入ਃࠐථʯ、ʮ入所児童ࡏ੶状況報告ʯを児童ҭ
載しておΓ·͢ので、ඞཁ事߲をご入ྗの͏͑ごग़ྗいただܝ会ϗーϜϖーδにڠ
き、入所児童ݸਓ賠償ิ償にごՃ入の場合にはલ年の中学生Ҏ上のࡏ੶名と
๏ਓஂࡒに、ฦ৴用෧にて����年��月��日·でにެӹڞ 児童ҭڠ会に౸ண͢る
よ͏ごฦૹください。
63-ɿIUUQT���XXX�LPEPNPOP�TIJSP�PS� KQ
（ϗーϜϖーδよΓՃ入ਃࠐථを࡞できない場合は、.4,保険ηϯλー（株）
にご࿈བྷください。）

みずほ銀行　新橋支店　普通２８６２８７３
口座名義　公益財団法人 児童育成協会
口座名義（カナ）    ザイ）ジドウイクセイキヨウカイ

̍ɽՃೖਃࠐථͷهೖɺૹ

̎ɽ保険ྉͷৼࠐ

̏ɽՃೖऀূͷૹ

̐ɽத్Ճೖखଓʹ͍ͭͯ

保険ؒظ։࢝（����年��月�日）の�ʙ�͔月ޙに、ʮՃ入者ূʯをૹさͤていただ
き·͢。内容をご֬ೝの͏͑、େに保してください。

上記ظ日Ҏ߱に中్Ճ入をرさΕる場合、ຖ月��日·でにखଓྃ（Ճ入ਃࠐථの
౸ணおよび保険ྉのணۚ）͢るのにݶΓ、ཌ月�日ޕલ�時よΓ保険ؒظ（ิ償）͕
։࢝さΕ·͢。なお、保険ؒظのऴظは����年��月�日ޙޕ�時（แׅܖの場合、ಛ
ؒظのऴظは����年��月��日ޙޕ��時）となΓ·͢。
中్Ճ入の場合の保険ྉはผ్.4,保険ηϯλー（株）·でお合Θͤください。
おखଓにͭいてはผఴのϚχϡΞϧをご֬ೝください。

ʻ保険ྉৼ࠲ޱࠐʼ

加　入　手　続
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施設名

フリガナ
TEL（　　）　　　－
FAX（　　）　　　－

代表者名

フリガナ

ࢼ࢞ࣜࣇ

ᢸᙜ⪅ྡ

施設住所

フリガナ
ࠛ    㸫     

e-Mail
アドレス

保険期間 �᪥ࠉ��᭶ࠉ��ᖺࠉࠉࠉ�᪥㹼ࠉ��᭶ࠉᖺࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ඣ❺㣴ㆤタᦆᐖಖ㝤ไᗘࠕ ຍࠖධ⏦㎸⚊

බ┈㈈ᅋἲே�ඣ❺⫱ᡂ༠�⾜

㸦ࡈὀព㸧ࡶࢼ࢞ࣜࣇᚲࡈࡎグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ

㸦ὀ㸧ᚲࡈࡎグ㍕ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

ຍධෆᐜࡧࡼ࠾ಖ㝤ᩱ㸦ಖ㝤㔠㢠࣭ ⿵ൾෆᐜࡾ࠾ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡣ㸧

ୗグ㡯┦㐪ࢆࡇ࠸࡞ࡀ☜ㄆࠕࠊୖࡢඣ❺㣴ㆤタᦆᐖಖ㝤ไᗘ ⅏ᐖぢ⯙㔠⿵ൾࡅဨྥ⫋ࠕࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡳ㎸⏦ࢆຍධࡢࠖ ࠊ࡚࠸ࡘࠖ
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主
契
約
セ
ッ
ト

入所児童２４時間補償
人数 保険料単価 加入口数 保険料

中学以下児童数（注1） 6 1,380
4

33,120
高校児童数（注1） 2 1,628 13,024

施設賠償
※人数 コース ※エレベーター台数 保険料

定員（注2） ３１～６０名 Ｃコース 1 40,850

個人賠償
※名簿の写が必要です。

「入所児童個人賠償補償の名簿について」
を参照ください。

人数 保険料単価 保険料

中学以上児童数
（注3）

115 150 17,250

任
意
契
約

入所児童２４時間補償
幼稚園～高校以外

人数 保険料単価 加入口数 保険料
児童数（注4） 3 3,070 5 46,050

職員向け災害
見舞金補償

施設職員
（パート･アルバイト含む）

（注5）

※人数 保険料単価 加入口数 保険料

8 990 3 23,760

把握可能な最近の労働保険年度の終期　⇒ R5.3.31

短期入所
児童向傷害補償

短期入所児童数
（注6）

人数 保険料単価 加入口数 保険料
5 2,120 5 53,000

ボランティア・実習生向
傷害補償

最高稼動人数
（注7）

人数 保険料単価 加入口数 保険料
3 2,050 2 12,300

主契約保険料 104,244

任意契約保険料 135,110

合計保険料 239,354
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施
設

所
在

地
（
都

道
府

県
名

）
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
料

１

入
所

児
童

個
人

賠
償

保
険

料

報
告
施
設
名
：

代
表
者
名
：

㊞

（
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
）

中
学
生
以
上
の
入
所
児
童
数（
◆
印
の
合
計
）×
150

円

1,350

1,350

1,350

1,350

1,350

1,350

1,350

1,500

1,500

1,500

1,650

1,650

17,250

学
校
教
育
法
上
の
学
校
在
学
児
童
（
含
む
特
別
支
援
学
校
）

左
記
以
外
の
児
童

入
所
児
童
数

幼
稚
園

小
学
校

中
学
校
（
◆
）

高
等
学
校
（
◆
）

未
就
園
児
童

（
保
育
園
児
等
）

専
門
学
校
等

（
◆
）

短
期
入
所
の
中
学
生

以
上
の
人
数
（
◆
）

1
2022年

4月
1日

11
1

2
3

2
0

3
1

2
2022年

5月
1日

11
1

2
3

2
0

3
1

3
2022年

6月
1日

11
1

2
3

2
0

3
1

4
2022年

7月
1日

11
1

2
3

2
0

3
1

5
2022年

8月
1日

11
1

2
3

2
0

3
1

6
2022年

9月
1日

11
1

2
3

2
0

3
1

7
2022年

10月
1日

11
1

2
3

2
0

3
1

8
2022年

11月
1日

12
1

2
4

2
0

3
1

9
2022年

12月
1日

12
1

2
4

2
0

3
1

1
0

2023年
1月
1日

12
1

2
4

2
0

3
1

1
1

2023年
2月
1日

13
1

2
4

3
0

3
1

1
2

2023年
3月
1日

13
1

2
4

3
0

3
1

1
2
 ヶ
月
合
計

139
12

24
41

26
0

36
12

年
間

平
均

入
所

児
童

数
11

1
2

3
2

0
3

1 <
単
位
：
人
〉

公
益

財
団

法
人

　
 児

童
育

成
協

会
　
 行

入
所

児
童

月
別

在
籍

状
況

報
告

ର


ظ
ؒ

の
入

所
児

童


の
内

༁
に

ͭ
き

、
Լ

記
の

と
お

Γ
ご

報
告

い
た

し
·

͢
。

対
象

期
間

：
　

　
　

   年
　

 4
月

    1
日

　
～

　
　

　
　

    年
　

３
月

　
 ３

1
日

　

※
年

間
平

均
入

所
児

童
数

の
算

出
は

小
数

点
以

下
四

捨
五

入
に
よ
り
整

数
で
記

載
。

※
新

設
施

設
の

場
合

は
、

直
近

の
月

別
在

籍
者

平
均

と
な
り
ま
す

。
表

の
対

象
期

間
を
訂

正
し
て
ご
記

入
下

さ
い
。

社
会

福
祉

法
人

  Ｘ
Ｘ

養
護

園

東
京

都

2
0

2
2

2
0

2
3

社
会

福
祉

法
人

  Ｘ
Ｘ

養
護

園
  施

設
長

  三
井

太
郎

印

〈加入申込書類見本〉 ※別添の加入申込票をご使用いただく場合の記入例
　児童育成協会ホームページに保険料自動計算機能

です。
付きのものを掲載しておりますので、そちらをご使用ください。
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˙͜の保険は、ެӹஂࡒ๏ਓ 児童ҭڠ会͕保険ܖ者となるஂ体ܖ（入所児童ݸਓ賠償ิ償はแ
者͕保険ྉをとΓ·とΊܖਓ·たは被保険者͕保険ྉをෛ担さΕる場合、保険ࠐ）で͢。ਃܖׅ
の͏͑Ҿ受保険会社にいࠐΈ·͢。なお、保険ܖ者͕Ҿ受保険会社に保険ྉをいࠐ·な͔ͬた
場合には、保険ܖ͕ղআさΕ保険͕ۚࢧΘΕない͜と͕͋Γ·͢。·た、保険ܖ者·たは被保
険者͕ごՃ入のऔফ等をさΕた場合、Ҿ受保険会社はฦؐ保険ྉを保険ܖ者にฦؐし·͢。

˙おਃࠐਓとなΕるํはެӹஂࡒ๏ਓ 児童ҭڠ会の࣮施͢る児童ཆޢ施設ӡӦࢧԉ事ۀにおける会員
にݶΓ·͢。

˙被保険者のൣғはҎԼの通Γで͢。
　・入所児童 �� 時ؒ傷害ิ償（ओܖ）

ظ的に入所している児童˞の͏ͪ༮ஓ園・খ学ߍ・中学ߴ・ߍ等学ߍに通͏児童શ員
˞γϣーτεςΠ、τϫΠϥΠτεςΠ等、児童૬ஊ所等ߦػ関͔Βのཁ請でʮظ入所ʯとし

て入所さΕた児童Ҏ֎。
　・入所児童ݸਓ賠償ิ償（ओܖ）

児童ཆޢ施設の入ډ者の͏ͪ中学生Ҏ上の児童શ員
　・入所児童 �� 時ؒ傷害ิ償（ҙܖ）

ظ的に入所している児童˞の͏ͪ入所児童શ員（上記ʮ入所児童 �� 時ؒ傷害ิ償（ओܖ）ʯで
被保険者と͢る༮ஓ園・খ学ߍ・中学ߴ・ߍ等学ࡏߍ学Ҏ֎）
˞γϣーτεςΠ、τϫΠϥΠτεςΠ等、児童૬ஊ所等ߦػ関͔Βのཁ請でʮظ入所ʯとし
て入所さΕた児童Ҏ֎。

　・ظ入所児童け傷害ิ償（ҙܖ）
γϣーτεςΠ、τϫΠϥΠτεςΠ等の、児童૬ஊ所等ߦػ関͔Βのཁ請でʮظ入所ʯとし
て入所さΕた児童શ員。

　・ϘϥϯςΟΞ・࣮श生け傷害ิ償（ҙܖ）
施設のϘϥϯςΟΞ・࣮श生શ員
なお、施設ཧ者賠償ิ償および職員け災害ݟۚิ償で（記名）被保険者となΕるํのൣғは、
上記のおਃࠐਓとなΕるํのൣғとಉ͡で͢。

˙֤施設において被保険者の名をඋ͑けていただき·͢。
˙ごՃ入いただいたޙにおಧけ͢るՃ入者ূは、内容をご֬ೝの͏͑、େに保してください。
にͭいてޢ者の保ܖӦഁした場合等の保険ܦ˙
　・Ҿ受保険会社のܦӦ͕ഁした場合など保険会社のۀ·たは࢈ࡒの状況のมԽによͬて、ごՃ入

時におଋした保険ۚ・ղฦΕいۚ等のおࢧい͕Ұఆؒظౚ݁さΕたΓ、ֹ͕ۚݮさΕたΓ
͢る͜と͕͋Γ·͢。

　・損害保険会社͕ܦӦഁした場合に保険ܖ者等を保͢ޢる的で、ʮ損害保険ܖ者保ߏػޢʯ͕
͋Γ、Ҿ受保険会社Ճ入してい·͢。

　・傷害ิ償はʮ損害保険ܖ者保ߏػޢʯのิ償ରで͋Γ、損害保険会社͕ഁした場合で、࣍
のとおΓิ償さΕ·͢。
保険ۚ、ղฦΕいۚ等は��ˋ·でิ償さΕ·͢。ただし、ഁલに発生した事故およびഁ時͔
Β�͔月·でに発生した事故による保険ۚは���ˋิ償さΕ·͢。

　・施設所有（ཧ）者賠償保険・生࢈物賠償保険・ঢ߱ػ賠償保険・ஂ体૯合生ิ׆償
保険（入所児童ݸਓ賠償ิ償）および࿑ಇ災害૯合保険は、保険ܖ者͕ݸਓ、খن๏ਓ（ഁ
時にৗ時使用͢るैۀ員等の͕��ਓҎԼの๏ਓをいい·͢。）·たはϚϯγϣϯཧ合（ҎԼ、

　　ʮݸਓ等ʯといい·͢。）で͋る場合にݶΓʮ損害保険ܖ者保ߏػޢʯのิ償ରで͋Γ、損害
保険会社͕ഁした場合で、保険ۚ、ղฦΕいۚ等は��ˋ·でิ償さΕ·͢。ただし、ഁલ
に発生した事故およびഁ時͔Β�͔月·でに発生した事故による保険ۚは���ˋิ償さΕ·͢。
·た、保険ܖ者͕ݸਓ等Ҏ֎の保険ܖで͋ͬて、被保険者͕ݸਓ等で͋Γ、͔ͭ保険ྉをෛ
担している場合は、その被保険者に係る部にͭいては、上記ิ償のରとなΓ·͢。

˙͜の保険の保険ؒظは̍年ؒとなΓ·͢。保険ۚ請求状況等によͬては、保険ؒظऴྃܧ、ޙଓՃ入
できない͜とやิ償内容をมߋさͤていただく͜と͕͋Γ·͢。͋Β͔͡Ίごྃঝください。

˙保険ۚ請求状況等とは、Ճ入者ؒのެฏੑをҳ͢るۃな保険ۚࢧい·たはその請求͕͋ͬた場
合、ҿञӡస等の๏ྩҧや事࣮をِͬた保険ۚ請求͕ߦΘΕた場合等をいい·͢。

˙被保険者（ิ償のର者·たは保険ܖによΓิ償を受けΒΕるํ）͕࣍に֘当͢る場合は、ʮ他の
保険ܖ等ʯཝにその内容をඞͣご記入ください。

ご　注　意　点

͜の保険ܖに関͢るݸਓ報は、Ҿ受保険会社͕͜の保険Ҿ受の৹ࠪおよびཤߦのたΊにར用͢る
΄͔、Ҿ受保険会社および.4�"%ΠϯγϡΞϥϯε άϧーϓのそΕͧΕの会社（海֎に͋るのを
ؚΉ）͕、͜の保険ܖҎ֎の・αーϏεのごҊ内・ごఏڙや保険Ҿ受の৹ࠪおよび保険ܖの
ཤߦのたΊにར用したΓ、ఏܞઌ・ҕୗઌ等の・αーϏεのごҊ内のたΊにར用͢る͜と͕͋Γ
·͢。

ᶃҾ受保険会社およびҾ受保険会社のάϧーϓ会社の・αーϏε等のྫ
損害保険・生໋保険、ࢿ৴ୗ・ϩーϯ等のۚ༥、ϦεΫϚωδϝϯταーϏε

ᶄఏܞઌ等の・αーϏεのごҊ内のྫ
ࣗಈंߪ入・ंݕのѺટ

上記のやαーϏεにはมߋやՃ͕生͡る͜と͕͋Γ·͢。

ただし、保݈ҩྍ等のηϯγςΟϒ報（ཁྀݸਓ報をؚΉ）のར用的は、๏ྩ等にैい、ۀ
のదなӡӦの֬保その他ඞཁとೝΊΒΕるൣғにݶఆし·͢。
·た、͜の保険ܖに関͢るݸਓ報のར用的のୡにඞཁなൣғ内で、ۀҕୗઌ（保険ཧళ
をؚΉ）、保険ཱਓ、ҩྍػ関、保険ۚの請求・ࢧいに関͢る関係ઌ等（いͣΕ海֎に͋る
のをؚΉ）にఏ͢ڙる͜と͕͋Γ·͢。

にͭいて等の報ަܖ˓
Ҿ受保険会社は、͜の保険ܖに関͢るݸਓ報にͭいて、保険ܖのక݁なΒびに保険ۚࢧい
の݈શなӡӦのたΊ、Ұൠ社ஂ๏ਓ 日本損害保険ڠ会、損害保険ྉࢉग़ߏػ、損害保険会社等の
ؒで、ొ·たはަを࣮施͢る͜と͕͋Γ·͢。

保険にͭいて࠶˓
Ҿ受保険会社は、͜の保険ܖに関͢るݸਓ報を、࠶保険ܖのక݁、࠶保険ܖにͮجく通
・報告、࠶保険ۚの請求等のたΊに、࠶保険Ҿ受会社等（海֎に͋るのをؚΉ）にఏ͢ڙる͜
と͕͋Γ·͢。

Ҿ受保険会社のݸਓ報のऔѻいに関͢るৄࡉ、・αーϏε内容、Ҿ受保険会社のάϧーϓ会社
の名শ、ܖ等報ަ੍等にͭいては、三井住友海上ϗーϜϖーδ（IUUQT���XXX�NT�JOT�DPN）
をごཡください。

͍ͯͭʹਓ報ͷऔѻ͍ݸ

　　ᶃಉछのة険をิ償͢る他の保険ܖ等（ੵཱ保険をؚΉ、傷害保険・賠償保険・࿑ಇ災害૯
合保険等）をごܖしている場合

　　ᶄ傷害ิ償・ݸਓ賠償ิ償・施設ཧ者賠償ิ償にͭいて、ա̏ڈ年Ҏ内に合̑ܭສԁҎ上保険ۚを
請求·たは受ྖした͜と͕͋る場合（施設ཧ者賠償ิ償はֹۚをΘͣご記入ください。）

˙ਃࠐਓと被保険者（ิ償のର者）͕ҟなる場合には、被保険者のํに͜のॻ໘の内容をඞͣお͑
ください。

（）入所児童ݸਓ賠償ิ償（ओܖ）にͭいては被保険者として設ఆ͢る児童ཆޢ施設の入ډ者の͏ͪ
中学生Ҏ上の児童を被保険者本ਓとし、被保険者本ਓ͔ΒΈて õ̥��ʮ被保険者のൣғʯに記載さ
Εたํ͕ࣗಈ的に被保険者（ิ償のର者）となΓ·͢。

˙傷害ิ償にͭいては、お٬さ·のごՃ入内容͕ొさΕる͜と͕͋Γ·͢。
損害保険੍͕݈શにӡӦさΕ、ࢮ保険ۚ、ޙҨো害保険ۚ、入院保険ۚ、通院保険ۚ等のおࢧ
い͕ਖ਼しく࣮֬にߦΘΕるよ͏、͜ΕΒの保険ۚの͋る保険ܖにͭいて、Ұൠ社ஂ๏ਓ　日本損害保
険ڠ会͕ӡӦ͢るܖ内容ొ੍のొを࣮施しておΓ·͢。

˙傷害ิ償の（傷害）ࢮ保険ۚは、ಛに（傷害）ࢮ保険ۚ受औਓをఆΊな͔ͬた場合には、被保険者
の๏ఆ૬ଓਓにおࢧいし·͢。

（傷害）ࢮ保険ۚҎ֎の保険ۚは、ී通保険・ಛにఆΊておΓ·͢。
˙ごՃ入の内容は、保険のछྨにԠ͡たී通保険、ಛผおよびಛによͬてఆ·Γ·͢。ৄࡉ

はී通保険、ಛผおよびಛをご֬ೝください。·た、ごෆ໌なにͭいては、ཧళ・ѻ
者·たはҾ受保険会社·でお合Θͤください。

˙͜の保険ܖに関͢るݸਓ報にͭいて、Ҿ受保険会社͕࣍のऔѻいを͜͏ߦとにಉҙの͏͑おਃし
。Έくださいࠐ

�� ��



契約概要のご説明（学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約付普通傷害保険・団体総合生活補償保険（標準型）・団体総合生活補償保険（入所児童個人賠償補償））

●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますよう
お願いいたします。

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な

点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約

の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約され
たものとなります。

１．商品の仕組みおよび引受条件等
（１）商品の仕組み
学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約付普通傷害保険・
団体総合生活補償保険（標準型）

この保険は、被保険者（補償の対象者）が事故によりケガをされた場合
等に保険金をお支払いします。なお商品の概要、被保険者の範囲はそれ
ぞれ次のとおりです。
●学校契約団体傷害保険（管理下および管理下外補償）特約付普通傷害

保険（以下、普通傷害保険といいます。）

●団体総合生活補償保険（標準型）準記名式（以下、団体総合生活補償
保険といいます。）
被保険者となり得る方の名簿を備え付けることを条件として、ご加入
時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご加入いただく方式
です。

（＊１）加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
（＊２）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力

者の６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族に限ります。
（注）同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるもの

をいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、
ここでいう同居には該当しません。

団体総合生活補償保険（入所児童個人賠償補償）
この保険は、被保険者（補償の対象者）が法律上の損害賠償責任を負わ
れた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次のとお
りです。

概要と被保険者の範囲 学校の種別
会員施設を申込人とし、会員の施設
に長期的に入所している児童のうち
幼稚園・小学校・中学校・高校（＊）
に通う児童全員を被保険者とする契
約です。

（＊）具体的には右記「学校の種別」
の学校をいいます。

幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、
義務教育学校、高等学校、高等専門学校、
特別支援学校の学校教育法　第１条に
定める学校

特約セット 概要 被保険者の範囲
全員付保
★準記名式契約（全員

付保）（同一保険金
額）特約

保険契約者・申込人と一定
の関係にある方全員を被保
険者としてご指定いただ
き、その人数を被保険者数
とします。

準記名式契約（全員付保）
（同一保険金額）特約に記
載された方全員

一部付保
★準記名式契約（一部

付保）（同一保険金
額）特約

保険契約者・申込人と一定
の関係のある方全員を被保
険者としてご指定いただ
き、その 1 日あたりの最高
稼働人数を被保険者数とし
ます。

準記名式契約（一部付保）
（同一保険金額）特約に
記載された方全員

主な特約 被保険者の範囲

日常生活賠償特約 （ａ）本人（＊１）

（ｂ）本人（＊１）の配偶者
（ｃ）同居の親族（本人（＊１）またはその配偶者と同居の、本

人（＊１）またはその配偶者の６親等内の血族および３親
等内の姻族）

（ｄ）別居の未婚の子（本人（＊１）またはその配偶者と別居
の、本人（＊１）またはその配偶者の未婚の子）

（ｅ）（ａ）から（ｄ）までのいずれかに該当する方が責任
無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法
定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力
者を監督する方（＊２）。ただし、その責任無能力者に関
する事故に限ります。

（２）補償内容
保険金をお支払いする場合は「児童養護施設損害保険制度のご案内」の
とおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合（支払事由）と保険金のお支払額
「児童養護施設損害保険制度のご案内」をご参照ください。

②保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）
「児童養護施設損害保険制度のご案内」をご参照ください。なお、詳
細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載
されております。

（３）セットできる主な特約およびその概要
「児童養護施設損害保険制度のご案内」をご参照ください。特約の内
容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

（４）保険期間
この保険の保険期間は、１年間です。お客さまが実際にご加入いただく
保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
ˎ入所児童ݸਓ賠償ิ償は����年��月�日ޕલ̌時͔Β����年��月　

��日ޙޕ��時·でをಛؒظと͢るแׅܖで͢。
（５）引受条件

ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意
喚起情報のご説明」の「２．（２）通知義務等（ご加入後にご連絡いただ
く事項）」＜ご契約の引受範囲＞＜ご契約の引受範囲外＞をご参照くだ
さい。
また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、「児
童養護施設損害保険制度のご案内」の保険金額欄および加入申込票、普
通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額につ
きましては、次の点にご注意ください。

普通傷害保険・団体総合生活補償保険（標準型）
・保険金額は被保険者（補償の対象者）の方の年令・年収などに照らし

て適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受け
できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知お
きください。

・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してく
ださい。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご
確認ください。

２．保険料
保険料は保険金額・保険期間（団体総合生活補償保険（標準型）の場合は
お仕事の内容・被保険者数等、普通傷害保険の場合は保険金額・学校の種類
等）等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につ
きましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。

３．保険料の払込方法について
「児童養護施設損害保険制度のご案内」をご参照ください。

４．満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

５．解約返れい金の有無
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間の
うち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込
状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求した
にもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあり
ます。「注意喚起情報のご説明」の「７．解約と解約返れい金」をご参照
ください。

各保険の重要事項のご説明

普通傷害保険・団体総合生活補償保険（標準型）
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当

するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約（*）の解約を求め
ることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約（*）を解約
しなければなりません。
①この保険契約（*）の被保険者となることについて、同意していなかっ

た場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該

当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を

発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、そ
の他の反社会的勢力に該当する場合

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過
大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが
あること。

⑤②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約（*）

の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保

険契約（*）の被保険者となることについて同意した事情に著しい
変更があった場合

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることが
できます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要
となります。

（*）保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。

１．クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等）
この保険は公益財団法人 児童育成協会が保険契約者となる団体契約（入所
児童個人賠償補償は包括契約）であることからクーリングオフの対象とな
りません。

２．告知義務・通知義務等
（1）告知義務（ご加入時にお申出いただく事項）

■被保険者（補償の対象者）には、告知義務があり、代理店・扱者
には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項に
ついて、事実を正確に知らせる義務のことです。

■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告
知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」
印がついている項目のことです。この項目について、故意または
重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と
異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。

【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」（団体総合生活補償保険（標準型）のみ）
②他の保険契約等（*）に関する情報
（*）同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、

普通傷害保険、個人賠償責任保険等をいい、いずれも積立保険を
含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命
保険契約等を含みます。

③被保険者数
④学校（施設）名（普通傷害保険のみ）

（２）通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項）【団体総合生活補償保険（標準型）】
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加

入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連
絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますの
で、十分ご注意ください。

【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
④被保険者が増員または減員となる場合

また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の＜ご契約の引受範囲
外＞に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社か
らご契約を解除します。

保
険
金
受
取
人

（傷害）死
亡保険金

・（傷害）死亡保険金は、特に（傷害）死亡保険金
受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定
相続人にお支払いします。

上記以外 ・普通保険約款・特約に定めております。

注意喚起情報のご説明（普通傷害保険・団体総合生活補償保険（標準型）・団体総合生活補償保険（入所児童個人賠償補償））

（３）その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等（*）で、過去３年以内に合計し

て５万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加
入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。

（*）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補
償保険、普通傷害保険、個人賠償責任保険等をいい、いずれも積立
保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等
を含みます。

■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の
変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険
会社までご連絡ください。

＜ご契約の引受範囲＞
下記以外の職業

＜ご契約の引受範囲外＞
オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競
争選手、自転車競争選手（競輪選手）、モーターボート（水上オートバ
イを含みます。）競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みま
す。）、力士

その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

普通傷害保険・団体総合生活補償保険（標準型）
■保険金受取人について

●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必
ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。

●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な

点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の

管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたも
のとなります。
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満期日解約日始期日

保険期間

未経過期間

■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団
体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受
保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にあるときは、補
償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象と
なる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補
償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約
からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になる
ことがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約
の要否を判断のうえ、ご加入ください。

（注）複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみ
にセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状
況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補
償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなること
がありますのでご注意ください。

３．補償の開始時期
施設損害保ޢし·͢。保険ྉは、ʮ児童ཆ࢝時にิ償を։̐ޙޕ日のظ࢝
険੍のごҊ内ʯ記載のํ๏によΓࠐΈください。ʮ児童ཆޢ施設損害
保険੍のごҊ内ʯ記載のํ๏によΓ保険ྉをࠐΈいただけない場合に
は、保険͕࢝ؒظ·ͬたޙで͋ͬて、保険ۚをおࢧいし·ͤΜ。
ˎ入所児童ݸਓ賠償ิ償は ���� 年 �� 月̍日ޕલ̌時͔Β ���� 年 �� 月

�� 日ޙޕ �� 時·でをಛؒظと͢るแׅܖで͋Γ、ಛؒظ中に։
·࢝લ̌時にޕॳ日のࠁ時࢝։ؒظʑの被保険者の保険ݸる࢝͢
Γ日のޙޕ �� 時にऴྃし·͢。

４．保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）等
（１）保険金をお支払いしない主な場合

「児童養護施設損害保険制度のご案内」をご参照ください。なお、保
険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払
わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。

（２）重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない
ことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険

会社に保険金を支払わせることを目的として損害またはケガ等を発
生させ、または発生させようとしたこと。

②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について
詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関
係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大
となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある
こと。

⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険
契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

５．保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、「児童養護施設損害保険制度のご案内」記載の方法により払込み
ください。「児童養護施設損害保険制度のご案内」記載の方法により保険料
を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがありま
す。また、ご契約を解除させていただくことがあります。

６．失効について
ご加入後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効と
なります。なお、（傷害）死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由
の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。

７．解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、ご加入の代理店・扱者または
引受保険会社までお申出ください。
・脱退（解約）日から満期日までの

期間に応じて、解約返れい金を返
還させていただきます。ただし、
解約返れい金は原則として未経過
期間分よりも少なくなります。

・始期日から脱退（解約）日までの
期間に応じて払込みいただくべき
保険料について、追加のご請求を
させていただくことがあります。

今回ご加入いただく補償 補償の重複が発生する他の保険契約の例
団体総合生活補償保険
日常生活賠償特約

自動車保険
日常生活賠償特約

ʻิ償͕ॏෳ͢るՄੑの͋るओなಛʼ

この保険商品に関するお問合わせは
【代理店・扱者】
ＭＳＫ保険センター株式会社

ＴＥＬ  ０３－３２５９－７９０１
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは

「三井住友海上お客さまデスク」 　０１２０－６３２－２７７（無料）
「チャットサポートなどの各種サービス」
https://www.ms-ins.com/contact/cc/

こちらからアクセスできます。

万一、事故が起こった場合は
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
　２４時間３６５日事故受付サービス
　「三井住友海上事故受付センター」
　０１２０－２５８－１８９（無料）事故はいち早く
事故の連絡は、インターネット事故受付が簡単・便利です。

「インターネット事故受付サービス」は、こちらから

指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解
決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結
しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般
社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行う
ことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター
〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕  ０５７０－０２２－８０８

・ 受付時間［平日　９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除きます）］
・ 携帯電話からも利用できます。IP電話からは０３- ４３３２- ５２４１

におかけください。
・ おかけ間違いにご注意ください。
・ 詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

８．保険会社破綻時等の取扱い
「児童養護施設損害保険制度のご案内」をご参照ください。

９．個人情報の取扱いについて
「児童養護施設損害保険制度のご案内」をご参照ください。

２０１９年１０月１日以降始期契約用

施設所有(管理)者賠償責任保険・
昇 降 機 賠 償 責 任 保 険・
生 産 物 賠 償 責 任 保 険
を ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ

重要事項のご説明

͜ͷ書໘Ͱ施設ॴ༗ʢཧʣऀ ഛঈ保険ɾঢ߱ػഛঈ保険ɾੜ࢈ഛঈ保険ܖʹؔ͢Δॏཁ事߲
ʢ「ܖ֓ཁ」「ҙىש報」ʣʹ ͍ͭͯ͝આ໌͍ͯ͠·͢ɻ
͓ਃࠐΈ͍ͨͩ ɺ͝ʹࡍ͘ Ճೖͷ༰͕͓٬ ·͞ͷ͝ҙʹԊ͍ͬͯΔ ͱ͜Λ֬͝ೝͩ͘ ͍͞ɻ
͝Ճೖͷ༰ɺී ௨保険͓Αͼ͝Ճೖͷ保険छྨ͝ͱͷಛผɾಛʢҎԼ「ී௨保険ɾಛ」ͱ͍͍·
͢ɻʣʹ Αͬͯఆ·Γ·͢ɻී ௨保険ɾಛ͕ඞཁͳ߹ɺཧళɾѻऀ·ͨҾड保険ձࣾ·Ͱ͓ਃग़ͩ͘ ͍͞ɻ
ਃࠐਓͱ໊هඃ保険ऀ͕ҟͳΔ߹ɺ໊هඃ保険ऀͷํʹ͜ͷ書໘ͷ༰Λඞ͓ͣ͑͘ ͍ͩ͞ɻ
˞͜ͷ書໘Λɺ͝ Ճೖޙʹ͓ಧ͚͢ΔՃೖऀূͱ͋Θͤͯ保͍ͩ͘͞·͢Α͏͓͍͍ͨ͠ئ·͢ɻ

契約概要のご説明
͝Ճೖʹͯ͠ࡍಛʹ֬͝ೝ͍͖͍ͨͩͨ事߲Λ͜ͷ「ܖ֓ཁ」ʹ͍ͯ͠ࡌه·͢ɻ͝ Ճೖ͞ΕΔલʹඞͣಡΜͰ
͍͖ͨͩɺ͓ ਃࠐΈ͍ͩ͘͞·͢Α͏͓͍͠ئ·͢ɻ
͜ͷ書໘ɺ͝Ճೖʹؔ͢Δͯ͢ͷ༰Λ͍ͯ͠ࡌهΔͷͰ͋Γ·ͤΜɻৄ ɺී௨保険͍ͯͭʹࡉ
ͷͰ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ·ͨɺ͢͝·͍ͯ͠ࡌهʹɾಛ ෆ໌ͳʹ͖ͭ·ͯ͠ɺཧళɾѻऀ·ͨҾड保険
ձࣾ·Ͱ͓߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

注意喚起情報のご説明
͝Ճೖʹͯ͠ࡍਃࠐਓʹͱͬͯෆརӹʹͳΔ事߲ɺಛʹ͝ҙ͍͖͍ͨͩͨ事߲Λ͜ͷ「ҙىש報」ʹ ࡌه
͍ͯ͠·͢ɻ͝ Ճೖ͞ΕΔલʹඞ͓ͣಡΈ͍͖ͨͩɺ͝ Ճೖ͍ͩ͘͞·͢Α͏͓͍͠ئ·͢ɻ
͜ͷ書໘ɺ͝Ճೖʹؔ͢Δͯ͢ͷ༰Λ͍ͯ͠ࡌهΔͷͰ͋Γ·ͤΜɻৄ ɺී௨保険͍ͯͭʹࡉ
ͷͰ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ͢͝·͍ͯ͠ࡌهʹɾಛ ෆ໌ͳʹ͖ͭ·ͯ͠ɺཧళɾѻऀ·ͨҾड保険ձࣾ·
Ͱ͓߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

1. 商品の仕組み

保険の種類 商品の仕組み

施設所有（管理）者賠償責任保険
昇降機賠償責任保険
生産物賠償責任保険

賠償責任保険普通保険約款

＋　保険法の適用に関する特約

（自動セット）

賠償責任保険追加特約

（自動セット）

＋　施設所有（管理）者特別約款

昇降機特別約款

生産物特別約款

＋共通支払限度額特約

2. 引受条件等
（１）補償内容

①被保険者

保険の種類 被保険者（ご加入いただいた保険契約で
補償を受けられる方をいいます。）

施設所有（管理）者賠償責
任保険
昇降機賠償責任保険
生産物賠償責任保険

加入申込票（注） の「記名被保険者」 欄に

記載された方のみが被保険者となります。

ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定
される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認くださ
い。
（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を

いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これ
らの書類を含みます。

②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文（「児童養護施設損害保険制度のご案内」。以下「パンフ
レット」といいます。）の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参
照ください。

③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。

④保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由）
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照く
ださい。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」
等の項目に記載されております。

1. ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ）
このご契約は、 公益財団法人 児童育成協会が保険契約者となる団体契約
であることから、 クーリングオフの対象ではありません。

（２）セットできる主な特約
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

（３）保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は原則として１年間です。お客さまが実際にご加入いただく
保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」
欄にてご確認ください。

②補償の開始
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる
時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。

③補償の終了
満期日の午後４時に終了します。

（４）支払限度額等
パンフレットをご参照ください。

3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
（１）保険料の決定の仕組み

保険料（注）は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定さ
れます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、パンフレットまた
は加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
（注）申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をい

います。

（２）保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。

４. 満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

５. 解約返れい金の有無
ご加入の脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経
過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から
解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況によ
り、追加の保険料をご請求する場合があります。 注意喚起情報のご説明
の「６．解約と解約返れい金」をご参照ください。
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満期日解約日始期日

保険期間

未経過期間

２. 告知義務・通知義務等
（１）ご加入時における注意事項（告知義務－加入申込票の

記載上の注意事項）

３. 保険期間および補償の開始 ・ 終了時期
（１）保険期間

保険期間は原則として１年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険
期間につきましては、 パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にて
ご確認ください。

（２）補償の開始
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時
刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。

（３）補償の終了
満期日の午後４時に終了します。

４. 保険金をお支払いしない主な場合等
（１）保険金をお支払いしない主な場合

パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳
細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載
されておりますのでご確認ください。

（２）重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと
があります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせる

ことを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力

に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険

契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

５. 保険料の払込猶予期間等の取扱い

（２）ご加入後における注意事項（通知義務等）

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加

入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその

内容（保険の種類、保険金額等）を告知してください。

補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットさ

れた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明

の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とと

もに、 代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類を

いい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、こ

れらの書類を含みます。

この保険商品に関するお問合わせは
代理店・扱者　　　　　　　ＭＳＫ保険センター株式会社
〒１０１－８０１１　東京都千代田区神田駿河台３－１１－１
ＴＥＬ：03-3259-7901　　ＦＡＸ：03-3259-7917

保険会社の連絡・相談・苦情窓口
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合

「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277（無料）

「チャットサポートなどの各種サービス」

https://www.ms-ins.com/contact/cc/

こちらからアクセスできます。

事故が起こった場合
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。

「24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター」

0120-2
事故は

58-1
いち早く

89（無料）

指定紛争解決機関
引受保険会社との間で問題を解決できない場合

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決

機関である一般社団法人　日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して

います。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、 一般社団法人

日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター
0570-022-808

・受付時間[平日９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除きます）]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人　日本損害保険協会のホームページをご覧ください。    
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

〔ナビダイヤル
（全国共通・通話料有料）〕

①ご加入後、 次の事実が発生した場合には、 あらかじめ（事実の発生
が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく） ご加入
の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。

ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと
がありますので、十分ご注意ください。
○加入申込票の「※」 印がついている項目に記載された内容に変

更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変

更が生じる場合

②ご加入後、 次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必
要となります。ただちに代理店 ・ 扱者または引受保険会社までご連
絡ください。

◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

特にご注意ください

○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更
が生じる場合

○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変
更が生じる場合

◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

①申込人または被保険者には、 告知義務があり、 代理店 ・ 扱者には
告知受領権があります。告知義務とは、 ご契約時に告知事項につい
て、事実を正確に知らせる義務のことです。

②告知事項とは、 危険に関する重要な事項として引受保険会社が告
知を求めるもので、加入申込票（注）に記載された内容のうち、「※」印
がついている項目のことです。この項目について故意または重大な
過失によって、 告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる
場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありま
す。加入申込票（注）の記載内容を必ずご確認ください。

特にご注意ください

保険料は、 パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフレッ
ト記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金を
お支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。

特にご注意ください

６. 解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退 （解約） される場合は、 代理店 ・ 扱者または引受保険
会社に速やかにお申出ください。

■ご加入の脱退（解約）に際しては、加入
時の条件により、保険期間のうち未経
過であった期間の保険料を解約返れ
い金として返還します。ただし、解約返
れい金は原則として未経過期間（右図
をご参照ください。）分よりも少なくなり
ます。
たとえば、保険期間１年・一時払のご契約を始期日から６か月後に解約し
た場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少な
くなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の
払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請
求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除すること

があります。

７. 保険会社破綻時等の取扱い
パンフレットをご参照ください。

８. 契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、 引受保険会社
の保険契約の締結権を有し、 保険契約の締結 ・ 保険料の領収 ・ 保険料領収
証の発行 ・ ご契約の管理等の業務を行っています。 したがって、 代理店また
は引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、 引

受保険会社と直接契約されたものとなります。

９. 個人情報の取扱い
パンフレットをご参照ください。

その他のご説明
<施設所有（管理）者賠償責任保険・昇降
機賠償責任保険・生産物賠償責任保険>
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保険金のご請求に必要な書類 書類の例

（1）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書

（2）�引受保險会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これ
に類する書類（注）

（注）事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認す
るための書類をいいます。

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事
故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者から
の報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類

（3）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および

治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源

泉徴収票、住民票、戸籍謄本

②他人の財物損壊（財物の使用不能による間接損害を含みます。） の程度、 損害の額
および損害賠償請求権者を確認する書類

修理見積書 ・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計

画 ・実績、自動車検査証（写）、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部（個人）

事項証明書

③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類

④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまた
は保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者から
の領収書

⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 権利移転証（兼）念書

（4）被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・

争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書

（5）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表

者事項証明書

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書

③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労

災支給決定通知

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表

者資格証明書もしくは代表者事項証明書

（1）加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

（2）示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。

（1）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。

（2）保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の
書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償
責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損
害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意
ください。

特にご注意ください

①損害の発生および拡大の防止

②相手の確認　　③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」 0120-2

事故は

58-1
いち早く

89（無料）へ

■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項（注２）の確

認を終えて保険金をお支払いします（注３）。

（注１）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご確認ください。

（注２）保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社が

お支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

（注３）必要な事項の確認を行うために、警察等公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災

害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款 ・特約に定める日数までに保険金をお

支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。

■損害賠償請求権者は、 損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける権

利）を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

1. お申込み後にご注意いただきたいこと ～注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと～

2.�事故が起こった場合の手続

�� ��



2. 引受条件等

重要事項のご説明
■この書面は、労働災害総合保険に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」等）についてご説明しています。ご加入前に
必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。

■お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款およびご加入
の保険種類ごとの特約（以下、「普通保険約款・特約」といいます。）に記載していますのでご確認ください。

■普通保険約款・特約は、ご加入後、加入者証とともにお届けします。事前に必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社
までお申出ください。

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご加入後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせく
ださい。

（注１）次の特約となります。
• 労働災害総合保険特約　• 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約　• サイバーインシデント補償特約

（注２）セットできる主な特約については、「２．（２）セットできる主な特約」をご参照ください。

1. 商品の仕組み 契約概要

保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

契約概要

注意喚起情報

Ⅰ ご加入前におけるご確認事項

＋ ＋労働災害総合保険普通保険約款 自動セット特約（注１） 各種特約（注２）

（１）補償内容
①被保険者
補償の内容によって、被保険者（保険契約により補償を受けられる方をいいます。）が異なります。詳細は普通保険約款・特約
でご確認ください。

②保険金をお支払いする主な場合

契約概要

契約概要

③保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合については、「児童養護施設損害保険制度のご案内」職員向け災害見舞金補償（労働災害総合
保険）の③保険金をお支払いしない主な場合（13ページ）をご参照ください。

④お支払いの対象となる保険金の種類
お支払いする保険金として普通保険約款に定めているものは次のとおりです。ただし、適用される特約によりその他の保険金が
支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

契約概要 注意喚起情報

契約概要 注意喚起情報

●法定外補償条項
◦�被保険者の被用者（被保険者の従業員等で加入者証に記載された方をいいます。以下同様とします。）が業務上または通勤途

上の災害（注）によって身体の障害（後遺障害、死亡を含みます。以下同様とします。）を被り、政府労災保険等の保険給付が
なされた場合に、被保険者が被用者またはその遺族に支払う金額としてこの保険契約の普通保険約款・特約で定める金額を
保険金としてお支払いします。

◦�労働災害には「業務災害」と「通勤災害」があり、政府労災保険ではともに保険給付の対象となっています。法定外補償条
項の基本契約では、このうち「業務災害」のみを対象としていますが、特約をセットいただくことにより「通勤災害」も対
象とすることができます。なお、法定外補償条項の「業務災害」「通勤災害」の認定、および後遺障害等級、休業日数等の認
定については政府労災保険等の決定に従います（所轄の労働基準監督署長の認定によります。）。

◦�政府労災保険等とは異なり、保険金は被保険者にお支払いします。ただし、最終的には被保険者から補償金として全額被災
した被用者にお渡しいただきます。被災した被用者からは受領証の取付けが必要となり、被保険者が保険金の全部または一
部を被災した被用者に対して支払わなかった場合には、その部分については引受保険会社にご返還いただくことになります。
（注）通勤途上の災害については、「通勤災害補償特約」をセットした場合のみ保険金をお支払します。

＊保険金をお支払いする条件は適用される特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

●法定外補償条項
①死亡に対する法定外補償保険金

被用者が死亡した場合にお支払いする保険金です。
②後遺障害に対する法定外補償保険金
　被用者が後遺障害（政府労災保険の第１級～第14級）を被った場合にお支払いする保険金です。

(１)保険料の決定の仕組み 契約概要

３. 保険料の決定の仕組みと払込方法等

①保険料
保険料（注）は、支払限度額、事業の種類、保険料算出の基礎数値等によって決定されます。また、継続契約においては、過去の
保険金のお支払実績等に基づく割増引が適用されます。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
（注）申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。

②割増引の合算適用
損害率による割増引（注）について団体契約として合算適用します。その他の割増引の詳細は、代理店・扱者または引受保険会
社までお問合わせください。
（注）�割増引率は保険料および過去の損害率等により変動します。このため、加入状況および保険金のお支払状況により翌年度の割増引率が

変更となる場合があります。

「児童養護施設損害保険制度のご案内」（19ページ）をご参照ください。

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

保険料は、「児童養護施設損害保険制度のご案内」（19ページ）に記載の方法により払込んでください。「児童養護施設損害保険
制度のご案内」（19ページ）に記載の方法による保険料の払込みがない場合、身体の障害による損害が発生しても保険金をお支払
いしません。また、ご契約を解除する場合があります。

(２)保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報

(４)満期返れい金・契約者配当金 契約概要

(３)保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報

（２）セットできる主な特約
セットできる主な特約は「児童養護施設損害保険制度のご案内」（2ページ）をご参照ください。詳細は代理店・扱者または
引受保険会社までお問合わせください。

（３）保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
「児童養護施設損害保険制度のご案内」（表紙）をご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきまし
ては、加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

②補償の開始時期
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を
開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合（注）を除いて、ご加入と同時に払い込んでください。保険期間が
始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間
に生じた身体の障害による損害に対しては保険金をお支払いしません。
（注）保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「３.（３）保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。

③補償の終了
満期日の午後４時に終了します。

（４）支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お客さまが実際にご加入いただく支払限度額につきましては、
加入申込票および「児童養護施設損害保険制度のご案内」（２ページ）の「支払限度額」欄にてご確認ください。詳細は代理
店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
なお、支払限度額は、政府労災保険制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきまして
は、金融庁のホームページ（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください。

契約概要

契約概要 注意喚起情報

契約概要 注意喚起情報

●法定外補償条項
法定外補償規定等を定めている場合は、法定外補償規定等の補償金額の全部または一部をカバーするよう支払限度額を設定
します。
（a）単位定額方式：法定外補償金額を「被用者１名につき○○円」と金額で定める場合

被用者１名につき、支払限度額を設定します。
（b）単位定率方式：法定外補償金額を「被用者１名につき１日あたり平均賃金の○○日分」と日数で定められている場合

被用者１名につき、１日あたりの平均賃金（注）の倍数で設定します。休業補償については１日あたりの平均賃金に対する
割合（○○％）で設定します。

（注）平均賃金とは、政府労災保険等の給付基礎日額をいい、保険金支払いの対象となる負傷や疾病の原因となった労働災害の発生日の
直前３か月間にその被用者に支払われた賃金総額（３か月を超える期間ごとに支払われる賞与等を除きます。）の平均日額をいいます。

（c）上記（a）、（b）の組合せにより設定する方法

③休業に対する法定外補償保険金
被用者が身体の障害により休業し、賃金の支払いを受けられない場合にお支払いする保険金です。休業し、賃金の支払いを
受けられない日の第４日目以降が対象で1,092日分を限度とします。
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（１）�ご加入後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ（事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞
なく）ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金を
お支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②ご加入時にご提出いただいた告知書・加入申込票等の記載内容に変更が生じる場合

（２）�次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご
連絡ください。
①加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合

（１）この保険契約を脱退（解約）する場合は、ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
（２）�脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険料が賃金によって定められる場合は既経過期間中に支払った

賃金総額に基づき算出した保険料、被用者数によって定められる場合は既経過期間中の平均被用者数に基づき脱退
（解約）の条件によって、脱退（解約）日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。

（３）�始期日から脱退（解約）日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求
する場合があります。

ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせく
ださい。

（１）�申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に
告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。

（２）�告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票（注）に記載された内
容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかっ
た場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入
申込票（注）の記載内容を必ずご確認ください。
（注）�引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、

これらの書類を含みます。
（３）�この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じるこ

とがありますので、必ずその内容（保険の種類、支払限度額等）を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような
場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者
または引受保険会社までお問合わせください。

1. 告知義務（ご加入時にお申し出いただく事項）

1. 通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項）

2. 解約と解約返れい金

4. 失効について

3. 加入者証の確認・保管

3. その他

注意喚起情報

注意喚起情報

2. クーリングオフ（ご加入のお申込みの撤回等） 注意喚起情報

契約概要 注意喚起情報

注意喚起情報

II ご加入時におけるご注意事項

Ⅲ ご加入後におけるご注意事項

この保険は、ご加入のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除（クーリングオフ）を行うことはできません。

詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

保険料算出（確定）のための確認資料（「保険料確定特約」をセットした契約）
「保険料確定特約」をセットすることにより、保険料が次のいずれかによって定められている場合は、ご加入の際に保険料を
算出（確定）するために必要な賃金総額、平均被用者数または請負金額についての資料を引受保険会社にご提出いただきます。
○�ご加入時点で把握可能な最近の「労働保険年度（１年間）」もしくは「会計年度（１年間）」における賃金総額、平均被
用者数または請負金額

保険金のご請求に必要な書類 書類の例
（1）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書
（2）災害の発生状況を確認できる書類 労働者死傷病報告（写）
（3）労災保険法等の支給請求書（写） 遺族補償年金（一時金）支給請求書、障害補償給付支給請

求書、休業補償給付支給請求書
（4）労災保険法等の支給決定通知書（写） 労災保険法等の支給決定通知書（写）・年金証書（写）
（5）被用者の死亡に伴う保険金請求の場合には、死亡診断書または死体検案書 死亡診断書、死体検案書、遺族補償年金（一時金）支給請

求書
（6）�被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場合には、障害の程度を証明する医師の

診断書
引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム
等検査資料その他の後遺障害による損害の額を示す書類、
障害補償給付支給請求書

（7）�被用者の休業に伴う保険金請求の場合には、被保険者の休業証明書（賃金不払
を証明するもの）

被保険者の休業証明書、休業補償給付支給請求書

（8）被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定（写） 法定外補償規定（写）
（9）�法定外補償条項の保険金請求の場合には、被保険者が支払ったまたは支払責任

を負担した災害補償金の額を証明する書類
労働災害補償金受領書、補償金の振込伝票（控）、示談書（写）

（10）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格

証明書、代表者事項証明書
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支

払通知書、労災支給決定通知
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証明する書類および委任した方の印鑑証明書また

は法人代表者資格証明書
⑤平均賃金（給付基礎日額）の算定内容を確認する書類 平均賃金算定内訳
⑥�交通事故の場合は、事故発生状況の確認のために労働基準監督署に提出された

交通事故証明書（写）
交通事故証明書（写）

⑦�被用者が車両運転・操縦中の事故の場合は、運転免許・法令資格が確認できる
書類

運転免許証（写）、労働安全衛生法による技能講習修了証
書類（写）

⑧�通勤災害補償特約をセットした場合で、通勤災害における交通事故等、第三者
の加害行為による災害の場合は、労働基準監督署に提出された第三者加害行為
届（写）

第三者加害行為届（写）

⑨�下請負人補償特約をセットした場合は、被保険者から下請負人への発注・受注
を確認する書類

発注・受注の請負契約書等

⑩�災害付帯費用補償特約をセットした場合は、被保険者が負担した香典、葬儀、
花輪代等の諸費用の額を確認する書類

香典、葬儀、花輪代等の費用明細等

（３）保険金のお支払時期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注１）をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払
いするために必要な事項（注２）の確認を終えて保険金をお支払いします。（注３）

（注１）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
（注２）�保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他

引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
（注３）�必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等

の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特
約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を
被保険者に通知します。

（４）保険金請求権の時効
保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険
約款・特約でご確認ください。

保険料が見込の賃金総額、平均被用者数等によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必
要があります（注）。保険料の精算の際に、保険料を算出（確定）するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。
実績数値に基づき算出された確定保険料と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算させていただきます。
（注）この保険契約から脱退（解約）される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。

保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除する
ことがあります。

（１）災害が起こった場合の引受保険会社へのご連絡等
災害が起こった場合、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
災害の拡大の防止および軽減

ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
（２）保険金の支払請求時に必要となる書類等

被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。
なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

5. 保険料の精算および保険料算出（確定）のための確認資料

6. 調査について

1. 災害が起こった場合

その他ご留意いただきたいこと
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次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①申込人または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として身体の障害を生じさせ、または生じさせよ
うとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③申込人または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

（１）�著しく保険金請求の頻度が高い等、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場
合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了
承ください。

（２）�引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その
始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前
のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。

（５）先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よ
りも優先して弁済を受ける権利）を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはで
きません。

「児童養護施設損害保険制度のご案内」（23ページ）をご参照ください。

契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料
領収証の発行・ご契約の管理等の業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につ
きましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

「児童養護施設損害保険制度のご案内」（22ページ）をご参照ください。

2. 個人情報の取扱い

3. 契約取扱者の権限

6. 保険会社破綻時等の取扱い

4. 重大事由による解除

5. 継続契約について

注意喚起情報

注意喚起情報

注意喚起情報

お問合わせ窓口
この保険商品に関するお問合わせは

【代理店・扱者】　ＭＳＫ保険センター株式会社　　ＴＥＬ　０３－３２５９－７９０１
保険会社の連絡・相談・苦情窓口

三井住友海上へのご相談・苦情がある場合

三井住友海上お客さまデスク ０１２０－６３２－２７７ （無料）
「チャットサポートなどの各種サービス」
https://www.ms-ins.com/contact/cc/

災害が起こった場合
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。

２４時間３６５日事故受付サービス ０１２０－２
事故は

５８－１
いち早く

８９（無料）
三井住友海上事故受付センター

指定紛争解決機関　　　　　　　
引受保険会社との間で問題を解決できない場合

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人　日本損害保険協会と手続実
施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人　日本損害保険協会にご相談い
ただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 ０５７０－０２２－８０８［ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）］
そんぽＡＤＲセンター
◦受付時間［平日９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除きます）］
◦携帯電話からも利用できます。ＩＰ電話からは０３-４３３２-５２４１におかけください。
◦おかけ間違いにご注意ください。
◦詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html）

注意喚起情報

こちらからアクセスできます。

保険ۚをおࢧい͢る場合に֘当したときは、ཧళ・ѻ者·たはҾ受保険会社·でご࿈བྷくださ
い。（ཪද紙のʮ事故報告ॻʯにඞཁ事߲を記入の͏͑、̥� �� の֤ݝ事故࿈བྷઌにి͢るલにＦＡ
Ｘください）。保険ۚ請求のखଓにͭき·してৄしくごҊ内いたし·͢。なお、保険ۚをおࢧい͢
る場合に֘当した日͔Β �� 日Ҏ内にご࿈བྷ͕ない場合、しくはͬている事࣮を告͛な͔ͬた場合、
·たは事࣮とҟなる͜とを告͛た場合は、Ҿ受保険会社はそΕによͬて被ͬた損害のֹをࠩしҾいて
保険ۚをおࢧい͢る͜と͕͋Γ·͢。

ʪ 保険ۚࢧいのཤظߦ ʫ
˔Ҿ受保険会社は、保険ۚ請求にඞཁなॻ （ྨˎ�）をごఏग़いただいて͔Βその日をؚΊて��日Ҏ内に、

保険ۚをおࢧい͢るたΊにඞཁな事߲の֬ೝ（ˎ�）をऴ͑て保険ۚをおࢧいし·͢。（ˎ�）

（ˎ �） 保険ۚ請求にඞཁなॻྨは、ʮ�� 保険ۚのご請求時にごఏग़いただくॻྨʯをごࢀরください。
ཧ請求ਓ͕保険ۚを請求さΕる場合は、被保険者͕保険ۚを請求できない事をࣔ͢ॻྨを
ごఏग़いただき·͢。

（ˎ �） 保険ۚをおࢧい͢る事༝の有無、保険ۚをおࢧいしない事༝の有無、保険ۚのֹのࢉग़、
保険ܖのޮྗの有無、その他Ҿ受保険会社͕おࢧい͢き保険ۚのֹの֬ఆのたΊに֬ೝ
͕ඞཁな事߲をいい·͢。

（ˎ �） ඞཁな事߲の֬ೝを͏ߦたΊに、ܯなどのެのػ関のࠪ݁Ռのর会、ҩྍػ関などઐػ
関のஅ݁Ռのর会、災害ٹॿ๏͕ద用さΕた被災におけるௐࠪ、日本ࠃ֎におけるௐࠪ等
͕ඞཁな場合には、ී通保険、ಛผおよびಛにఆΊる日·でに保険ۚをおࢧい
し·͢。͜の場合、Ҿ受保険会社は֬ೝ͕ඞཁな事߲およびその֬ೝをऴ͑る時ظを被保険者
·たは保険ۚを受けऔるきํに通し·͢。

ʪཧ請求ਓにͭいてʫ（**ɽ施設ཧ者賠償ิ償、7ɽ࿑ಇ災害૯合保険はର֎で͢。）
ྗをࣦした場合など、被保険者に保険ۚを請求できない事͕͋ࢥো害状ଶとなΓ、ҙߴ˔

Γ、͔ͭ、保険ۚを受けऔるき被保険者のཧਓ͕いない場合には、Ҿ受保険会社のঝೝをಘて、
その被保険者とಉډ·たは生ܭをڞに͢るۮ者（ˎ）等（ҎԼʮཧ請求ਓʯといい·͢。ৄࡉは
（）をごࢀরください。）͕保険ۚを請求できる͜と͕͋Γ·͢。ৄࡉはཧళ・ѻ者·たはҾ受
保険会社·でお合Θͤください。·た、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご
説明ください。
（）ᶃʮ被保険者とಉډ·たは生ܭをڞに͢るۮ者（ˎ）ʯ

ᶄ上記ᶃに֘当͢るํ͕いない·たは上記ᶃに֘当͢るํに保険ۚを請求できない事͕͋
る場合
ʮ被保険者とಉډ·たは生ܭをڞに͢る̏等内のʯ

ᶅ上記ᶃ、ᶄに֘当͢るํ͕いない·たは上記ᶃ、ᶄに֘当͢るํに保険ۚを請求できない事
͕͋る場合
ʮ上記ᶃҎ֎のۮ者（ˎ）ʯ·たはʮ上記ᶄҎ֎の̏等内のʯ

（ˎ）๏上のۮ者にݶΓ·͢。

事故が発生した場合
̍ɽʪ保険ۚΛ͓ࢧ͍͢Δ߹ʹ֘ͨ͠ͱ͖ͷҾड保険ձࣾͷ͝࿈བྷʫ

̎ɽ保険ۚͷ࣌͝ٻʹ͝ఏग़͍ͨͩ͘書ྨ
˔被保険者·たは保険ۚを受けऔるきํ（͜ΕΒのํのཧਓをؚΈ·͢。）͕保険ۚの請求を

にҾ受保険会社͕求Ίるॻྨをごఏग़いただき·͢。ごෆ໌なにͭいޙ場合は、事故受͏ߦ
ては、ཧళ・ѻ者·たはҾ受保険会社·でお合Θͤください。

ʲごఏग़いただくॻྨʳ
（傷害ิ償用）
ҎԼのॻྨの͏ͪҾ受保険会社͕求Ίるの
・Ҿ受保険会社所ఆの保険ۚ請求ॻ
・Ҿ受保険会社所ఆのಉҙॻ

�� ��



̏ɽࣔஊަবʹ͍ͭͯ
˔๏上の賠償などをෛ担͢る͜とによͬて被ͬた損害をิ償͢るಛのରとなる賠償事故

のࣔஊަবにͭいては、事લにҾ受保険会社ご૬ஊください。なお、͋Β͔͡ΊҾ受保険会社
のঝೝをಘないで損害賠償をೝΊたΓ、賠償ۚなどをࢧΘΕた場合には、保険ۚをおࢧ
いできない͜となど͕͋Γ·͢のでごҙください。

ʻࣔஊަবαーϏεʼ
日本ࠃ内において発生した、日ৗ生׆賠償ಛのରとなる賠償事故にͭいて被保険者のおਃग़
͕͋Γ、͔ͭ被保険者のಉҙ͕ಘΒΕΕ、Ҿ受保険会社はݪଇとして被保険者のたΊにࣔஊަ
বをおҾ受いたし·͢。·た、日本ࠃ内において発生した賠償事故で保険͕ۚࢧΘΕる場合、
被害者͕保険ۚ૬当の損害賠償ֹをҾ受保険会社請求͢る͜とでき·͢。

ʻࣔஊަবを͜͏ߦと͕できないओな場合ʼ
˓�ճの事故にͭき、被保険者͕ෛ担͢る๏上の損害賠償のֹ͕日ৗ生׆賠償ಛでఆΊる保

険ֹۚを໌Β͔に͑る場合
˓૬खのํ͕Ҿ受保険会社とのަবにಉҙさΕない場合
˓૬खのํとのަবにࡍし、ਖ਼当なཧ༝なく被保険者͕Ҿ受保険会社のྗڠをڋΜだ場合
˓被保険者にର͢る損害賠償請求に関͢るૌু͕日本ࠃ֎のࡋ所にఏىさΕた場合

・事故ݪҼ・損害状況に関͢るࢿྉ
・被保険者·たはそのཧਓの保険ۚ請求で͋る͜とを֬ೝ͢るたΊのࢿྉ（住ຽථ、݈߁保険ূ

（ࣸ）等）
・Ҿ受保険会社所ఆのஅॻ
・ྍ状況ਃ告ॻ
・ެのػ関（やΉをಘない場合は第三者）等の事故ূ໌ॻ
அॻࢮ・
・他͔ΒࢧΘΕる損害賠償ۚ・保険ۚ、څۚ等のֹを֬ೝ͢るॻྨ
・損害賠償のֹおよび損害賠償請求ݖ者を֬ೝ͢るॻྨ
・ Ҿ受保険会社所ఆの事故内容報告ॻ、損害·たはඅ用の発生を֬ೝ͢るॻྨおよびその他͜ΕΒ

にྨ͢るॻྨ
・ 被保険者で͋る͜とを֬ೝ͢るたΊのॻྨ（保険ܖ者උ名（ࣸ）、被保険者݉被保険者

ূ໌ॻ、被保険者ূ໌ॻ（݉事故ূ໌ॻ）、請ෛܖॻ（ࣸ）、発ॻ（ࣸ）等）

事故の内容、損害ֹ等にԠ͡て上記のॻྨҎ֎のॻྨをごఏग़いただくよ͏おئい͢る͜と͕͋Γ
·͢。
˔上記のごఏग़いただくॻྨは、ී通傷害保険、ஂ体૯合生ิ׆償保険の事故͕発生した場合のお

औѻいとなΓ·͢。そΕҎ֎の保険にͭき·しては、 ⓲̥��ʙ��に記載の֤保険のʰॏཁ事߲のご
આ໌ʱをごཡください。

ʢࡾҪॅ༑ւ্Րࡂ保険ʢגʣ୲保険͓ۚࢧηϯλʔҰཡʣ

ཪදࢴͷ「事故報告書」ʹඞཁ事߲Λهೖͷ͏͑ɺԼهͷ֤ݝ事故࿈བྷઌʹ'"9͍ͩ͘͞ɻ

ಓݝ ୲保険͓ۚࢧηϯλʔ 〒 ॅɹɹɹɹॴ ̡̩̚ ̛̖̭

海ಓ 火災৽छ損害αϙーτ部
ηϯλーࢧຈ火災৽छ保険ۚおࡳ

���Ȃ
����

���中ԝ۠�ࢢຈࡳ
'�ຈ̢ＴϏϧࡳ ���（���）���� ���（���）����

੨、ؠख、ळా、
、ౡٶ、ܗࢁ

火災৽छ損害αϙーτ部
ઋ火災৽छ保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

ઋࢢ੨༿۠Ұ൪ொ������
三井住友海上ઋϏϧ�' ���（���）���� ���（���）����

ಢ、ࢁས、ҵ 火災৽छ損害αϙーτ部
第࢛保険ۚおࢧηϯλー

ø÷øȂ
����

ઍా۠ਆాॣՏ������
三井住友海上ॣՏ৽ؗϏϧ��' ��（����）���� ��（����）����

ઍ༿、࡛ۄ 火災৽छ損害αϙーτ部
第三保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

ઍా۠ਆాॣՏ������
三井住友海上ॣՏ৽ؗϏϧ��' ��（����）���� ��（����）����

അ、、৽ׁ܈ 火災৽छ損害αϙーτ部
第࢛保険ۚおࢧηϯλー（࡚ߴࣨ）

����
����

��౦ொࢢ࡚ߴݝഅ܈
'�അτϤλϏϧ܈ ���（���）���� ���（���）����

౦ژ 火災৽छ損害αϙーτ部
第Ұ保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

ઍా۠ਆాॣՏ������
三井住友海上ॣՏ৽ؗϏϧ��' ��（����）���� ��（����）����

ਆಸ、੩Ԭ 火災৽छ損害αϙーτ部
ԣ火災৽छ保険ۚおࢧηϯλー

ùù÷Ȃ
����

ԣࢢ۠ߴౡ�����
ԣᖛήーτλϫー��' ���（���）���� ���（���）����

ࢁ、ੴ、井 損害αϙーτ部
保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

ۚࢢඌࢁொ����
三井住友海上ۚϏϧ�' ���（���）���� ���（���）����

Ѫ、三ॏ、ذෞ 中部火災৽छ損害αϙーτ部
火災৽छ保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

名ݹࢢ中۠ۋ�����
三井住友海上名ݹϏϧ�' ���（���）���� ���（���）����

େࡕ 関火災৽छ損害αϙーτ部
関火災৽छ第Ұ保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

େࢢࡕ中ԝ۠�����
三井住友海上େࡕཎڮϏϧ�' ��（����）���� ��（����）����

լ࣎、ژ 関火災৽छ損害αϙーτ部
関火災৽छ第ೋ保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

େࢢࡕ中ԝ۠�����
三井住友海上େࡕཎڮϏϧ�' ��（����）���� ��（����）����

ฌݿ、ಸྑ、Վࢁ 関火災৽छ損害αϙーτ部
関火災৽छ第三保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

େࢢࡕ中ԝ۠�����
三井住友海上େࡕཎڮϏϧ�' ��（����）���� ��（����）����

、ௗऔ、ࢁԬ、ޱࢁ、ౡ
ౡࠜ

関火災৽छ損害αϙーτ部
ηϯλーࢧౡ火災৽छ保険ۚお

���Ȃ
����

���ொࢢ中۠े日ࢢౡ
三井住友海上ౡϏϧ�' ���（���）���� ���（���）����

߳、Ѫඤ、ಙౡ、ߴ 関火災৽छ損害αϙーτ部
ηϯλーࢧদ火災৽छ保険ۚおߴ

���Ȃ
����

���৽ொݹࢢদߴ
三井住友海上ߴদϏϧ�' ���（���）���� ���（���）����

Ԭࠤ、 լ、࡚、۽本、
େ、࡚ٶ、ࣛ児ౡ、ԭೄ

भ火災৽छ損害αϙーτ部
भ火災৽छ保険ۚおࢧηϯλー

���Ȃ
����

Ԭࢢ中ԝ۠ࡔ�������
三井住友海上ԬࡔϏϧ�' ���（���）���� ���（���）����

ಓݝ ୲保険͓ۚࢧηϯλʔ 〒 ॅɹɹɹɹॴ ̡̩̚ ̛̖̭

શࠃ 傷害࣬ප損害αϙーτ部
傷害࣬ප第三保険ۚおࢧηϯλー

ø÷øȂ
����

ઍా۠ਆాॣՏ������
三井住友海上ॣՏ৽ؗϏϧ��' ��（����）���� ��（����）����

事故が発生した場合の連絡先一覧表

ഛঈ事故ɾ࿑ࡂ事故ͷ߹

͓έΨΛ͞Εͨ߹

�� ��



施 設 名
（担当者名 　　　　　　　　　　）

施 設 住 所

˟

ＴＥＬ（　　　）　　̶ ＦＡＸ（　　　）　　̶

事故発生日時 　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　時頃

事故発生場所

被害者氏名等
（物損の場合は所有者）

氏名 生年月日　　　月　　　日（　才）
□ 通園・通学をしている　□ 通園・通学をしていない

住所

ＴＥＬ（　　　）　　̶  　　　　　  

施設との関係
（　　 ）措置児童　（　　 ）職員
（　　 ）第三者　　（　　 ）その他　→（　　　　　　　　　）

事故発生状況
お よ び
被 害 の 状 況

受傷の部位や、入院の有無など、できるだけ具体的にご記入ください。
（損害賠償の請求を受けたときは、その内容を記載してください。）

本紙をコピーしてご使用ください

報告日　　　　　　年　　　月　　　日

三井住友海上火災保険株式会社　御中

「児童養護施設損害保険制度」事故報告書

"���������ɹɹঝೝ݄ā����݄̔




